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次

　
　
　
　
　
　
　
規
　
　
　
　
　
則

大
分
県
県
有
財
産
規
則
の
一
部
改
正  

一

大
分
県
債
権
管
理
規
則
の
一
部
改
正  

七

大
分
県
予
算
規
則
の
一
部
改
正  

八

大
分
県
税
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
改
正  

一
二

介
護
保
険
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正  

二
二

児
童
福
祉
法
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
徴
収
等
規
則
の
一
部
改
正  

二
三

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正  

二
三

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
改
正  

三
一

○
規
　
　
　
　
　
則

　

大
分
県
県
有
財
産
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

大
分
県
規
則
第
三
十
八
号

　
　
　

大
分
県
県
有
財
産
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

大
分
県
県
有
財
産
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
大
分
県
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
一
条
中
「
取
得
」
の
下
に
「
（
借
受
け
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

　

第
五
条
第
一
項
中
「
を
記
載
し
て
」
を
「
の
記
載
（
大
分
県
会
計
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
大
分
県
規
則
第

十
号
）
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
総
合
シ
ス
テ
ム
へ
の
記
録
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
し
て
」

に
改
め
る
。

　

第
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

　

（
用
途
の
変
更
）

第

七
条
の
二　

部
局
長
は
、
行
政
財
産
の
用
途
の
変
更
（
普
通
財
産
を
行
政
財
産
に
変
更
す
る
こ
と
を
含

む
。
以
下
同
じ
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て
、
知
事
の
決
裁
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
県
有
財
産
の
種
類
に
よ
り
記
載
事
項
の
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

　

一　

用
途
を
変
更
す
る
理
由

　

二　

用
途
変
更
後
の
措
置

　

三　

所
在
、
種
目
、
構
造
及
び
面
積

　

四　

用
途
を
変
更
す
る
財
産
の
沿
革

　

五　

そ
の
他
必
要
な
事
項

２  　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
資
料
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
県
有
財
産
の
種

類
に
よ
り
添
付
資
料
の
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一　

位
置
図
、
平
面
図
そ
の
他
関
係
図
面

　

二　

そ
の
他
必
要
な
資
料

　

第
八
条
の
見
出
し
中
「
に
よ
る
引
継
ぎ
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
行
政
財
産
の
用
途
を
廃
止
し
て
普

通
財
産
に
編
入
し
た
」
を
「
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
政
財
産
の
用
途
を
廃
止
し
た
」
に
改
め
、
同
項
を
同

条
第
三
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
及
び
第
二
項
と
し
て
次
の
二
項
を
加
え
る
。

　

部
局
長
は
、
行
政
財
産
の
用
途
を
廃
止
し
て
普
通
財
産
に
編
入
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
て
知
事
の
決
裁
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
県
有
財
産
の
種
類
に
よ
り
記
載
事
項

の
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一　

用
途
を
廃
止
す
る
理
由

　

二　

用
途
廃
止
後
の
措
置

　

三　

所
在
、
種
目
、
構
造
及
び
面
積

　

四　

用
途
を
廃
止
す
る
財
産
の
沿
革

　

五　

そ
の
他
必
要
な
事
項

２  　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
資
料
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
県
有
財
産
の
種

類
に
よ
り
添
付
資
料
の
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一　

位
置
図
、
平
面
図
そ
の
他
関
係
図
面

　

二　

そ
の
他
必
要
な
資
料

　

第
九
条
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
条
第
三
号
中
「
用
途
を
変
更
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
」
を
「
用
途

の
変
更
又
は
廃
止
を
し
よ
う
と
」
に
改
め
る
。

　

第
十
一
条
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
「
記
載
し
、
又
は
添
付
し
て
」
を
「
記
載
し
て
」
に
、
「
記
載
事
項

二
〇
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等
」
を
「
記
載
事
項
」
に
改
め
、
同
条
中
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
削
り
、
第
十
号
を
第
七
号
と
し
、
同

条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２  　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
資
料
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
財
産
の
種
類
に

よ
り
添
付
資
料
の
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一　

契
約
書
案

　

二　

字
図
写
し
、
位
置
図
、
平
面
図
そ
の
他
関
係
図
面

　

三　

登
記
事
項
証
明
書
又
は
登
録
簿
等
の
謄
本

　

四　

そ
の
他
必
要
な
資
料

　

第
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
財
産
の
借
受
け
）

第

十
一
条
の
二　

部
局
長
は
、
県
以
外
の
者
が
所
有
し
て
い
る
財
産
（
以
下
「
民
有
地
等
」
と
い
う
。
）

で
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る
も
の
を
借
り
受
け
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て
知

事
の
決
裁
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
財
産
の
種
類
又
は
借
受
方
法
に
よ
り
記
載
事
項
の
一

部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一　

借
り
受
け
よ
う
と
す
る
理
由
及
び
用
途

　

二　

借
り
受
け
よ
う
と
す
る
財
産
の
所
在
、
地
番
、
種
目
又
は
構
造
及
び
数
量

　

三　

借
受
料
予
定
額
及
び
そ
の
算
出
根
拠

　

四　

借
受
料
の
支
払
方
法
及
び
時
期

　

五　

予
算
額
及
び
経
費
の
支
出
科
目

　

六　

借
受
予
定
期
間

　

七　

相
手
方
の
住
所
及
び
氏
名

　

八　

そ
の
他
必
要
な
事
項

２  　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
資
料
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
財
産
の
種
類
に

よ
り
添
付
資
料
の
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一　

契
約
書
案

　

二　

字
図
写
し
、
位
置
図
、
平
面
図
そ
の
他
関
係
図
面

　

三　

登
記
事
項
証
明
書
又
は
登
記
簿
等
の
謄
本

　

四　

そ
の
他
必
要
な
資
料

　

第
十
二
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
中

「
の
各
号
」
を
削
り
、
「
記
載
し
、
又
は
添
付
し
て
」
を
「
記
載
し
て
」
に
、
「
記
載
事
項
等
」
を
「
記
載

事
項
」
に
改
め
、
同
項
中
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
削
り
、
第
九
号
を
第
六
号
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の

一
項
を
加
え
る
。

２  　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
資
料
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
財
産
の
種
類
に

よ
り
添
付
資
料
の
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一  　

寄
附
し
よ
う
と
す
る
者
が
公
共
団
体
又
は
そ
の
他
の
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
議
決
機
関
の
議
決

書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
類
の
写
し

　

二　

字
図
写
し
、
位
置
図
、
平
面
図
そ
の
他
関
係
図
面

　

三　

登
記
事
項
証
明
書
又
は
登
録
簿
等
の
謄
本

　

四　

そ
の
他
必
要
な
資
料

　

第
十
三
条
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
「
記
載
し
、
又
は
添
付
し
て
」
を
「
記
載
し
て
」
に
、
「
た
だ
し
」

を
「
た
だ
し
、
」
に
、
「
記
載
事
項
等
」
を
「
記
載
事
項
」
に
改
め
、
同
条
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
か

ら
第
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
八
号
及
び
第
九
号
を
削
り
、
第
十
号
を
第
七
号
と
し
、
同
条
に

次
の
一
項
を
加
え
る
。

２  　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
資
料
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
財
産
の
種
類
に

よ
り
添
付
資
料
の
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一　

敷
地
が
県
有
地
で
な
い
場
合
に
は
、
所
有
者
の
住
所
、
氏
名
及
び
土
地
使
用
に
つ
い
て
の
承
諾
書

　

二　

契
約
書
案

　

三　

字
図
写
し
、
位
置
図
、
平
面
図
そ
の
他
関
係
図
面

　

四　

そ
の
他
必
要
な
資
料

　

第
十
四
条
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
「
記
載
し
、
又
は
添
付
し
て
」
を
「
記
載
し
て
」
に
、
「
記
載
事
項

等
」
を
「
記
載
事
項
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

八　

そ
の
他
必
要
な
事
項

　

第
十
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２  　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
資
料
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
権
利
の
性
質
に

よ
り
添
付
資
料
の
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一　

権
利
設
定
の
契
約
書
案

　

二　

そ
の
他
必
要
な
資
料

　

第
十
六
条
中
「
取
得
し
た
と
き
は
、
す
み
や
か
に
」
を
「
取
得
し
た
と
き
、
又
は
当
該
財
産
に
変
動
が
生

じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
三
条
の
二
の
見
出
し
中
「
又
は
移
築
」
を
「
、
移
築
又
は
大
規
模
修
繕
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項

中
「
又
は
移
築
し
よ
う
と
」
を
「
移
築
し
、
又
は
大
規
模
に
修
繕
し
よ
う
と
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
三

条
の
三
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
分
筆
又
は
合
筆
）

第

二
十
三
条
の
四　

部
局
長
は
、
土
地
の
分
筆
又
は
合
筆
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
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記
載
し
て
知
事
の
決
裁
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

分
筆
（
合
筆
）
を
し
よ
う
と
す
る
理
由

　

二　

所
在

　

三　

地
目
及
び
面
積

　

四　

そ
の
他
必
要
な
事
項

２　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
資
料
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

　

一　

字
図
写
し
、
位
置
図

　

二　

登
記
事
項
証
明
書
又
は
登
記
簿
等
の
謄
本

　

三　

そ
の
他
必
要
な
資
料

　

第
二
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
民
有
地
等
の
借
受
台
帳
の
整
備
）

第

二
十
三
条
の
二　

部
局
長
は
、
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
借
り
受
け
た
民
有
地
等
の
現
況
を

明
ら
か
に
し
て
お
く
た
め
、
民
有
地
等
借
受
台
帳
（
第
四
号
様
式
の
二
）
を
作
成
し
、
必
要
な
事
項
を
そ

の
都
度
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
二
十
四
条
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
「
記
載
し
、
又
は
添
付
し
て
」
を
「
記
載
し
て
」
に
改
め
、
「
種

類
」
の
下
に
「
又
は
貸
付
方
法
」
を
加
え
、
「
記
載
事
項
等
」
を
「
記
載
事
項
」
に
改
め
、
同
条
中
第
七
号

を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
及
び
第
十
号
を
削
り
、
同
条
第
十
一
号
中
「
参
考
と
な
る
」
を

「
必
要
な
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
八
号
と
し
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２  　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
資
料
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
県
有
財
産
の
種

類
又
は
貸
付
方
法
に
よ
り
添
付
資
料
の
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一　

貸
付
契
約
書
案

　

二　

字
図
写
し
、
位
置
図
、
平
面
図
そ
の
他
関
係
図
面

　

三  　

相
手
方
が
、
暴
力
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法

律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
第
三
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
又
は
暴
力
団
（
同
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
第
三
十
四
条
第
二
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
で
な
い
こ
と
を
示
す
書
面

　

四　

そ
の
他
必
要
な
資
料

　

第
二
十
八
条
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
条
中
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
十
二
号
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

五　

契
約
保
証
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
四
条
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
「
記
載
し
、
又
は
添
付
し
て
」
を
「
記
載
し
て
」
に
改
め
、
同
条

に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

　

  　

た
だ
し
、
県
有
財
産
の
種
類
又
は
使
用
許
可
の
条
件
に
よ
り
記
載
事
項
の
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

第
三
十
四
条
中
第
七
号
及
び
第
八
号
を
削
り
、
同
条
第
九
号
中
「
参
考
と
な
る
」
を
「
必
要
な
」
に
改

め
、
同
号
を
同
条
第
七
号
と
し
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２  　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
資
料
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
県
有
財
産
の
種

類
又
は
使
用
許
可
の
条
件
に
よ
り
添
付
資
料
の
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一　

行
政
財
産
使
用
許
可
書
案

　

二　

字
図
写
し
、
位
置
図
、
平
面
図
そ
の
他
関
係
図
面

　

三  　

相
手
方
が
、
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
若
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
で
な
い
こ
と

を
示
す
書
面

　

四　

そ
の
他
必
要
な
資
料

　

第
三
十
五
条
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

三  　

行
政
財
産
の
使
用
許
可
に
係
る
使
用
料
の
う
ち
当
該
財
産
に
な
つ
た
日
か
ら
十
五
日
以
内
に
そ
の
使

用
を
開
始
す
る
も
の
に
係
る
も
の
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）　

許
可
を
し
た
日
か
ら
十
五
日

以
内

　

第
四
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条　

削
除

　

第
四
十
三
条
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
「
記
載
し
、
又
は
添
付
し
て
」
を
「
記
載
し
て
」
に
、
「
記
載
事

項
等
」
を
「
記
載
事
項
」
に
改
め
、
同
条
中
第
九
号
及
び
第
十
号
を
削
り
、
同
条
第
十
一
号
中
「
参
考
と
な

る
」
を
「
必
要
な
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
九
号
と
し
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２  　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
資
料
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
普
通
財
産
の
種

類
又
は
処
分
方
法
に
よ
り
添
付
資
料
の
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一　

契
約
書
案

　

二　

字
図
写
し
、
位
置
図
、
平
面
図
そ
の
他
関
係
図
面

　

三　

そ
の
他
必
要
な
資
料

　

第
四
十
四
条
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
「
記
載
し
、
又
は
添
付
し
て
」
を
「
記
載
し
て
」
に
改
め
、
同
条

に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

　

  　

た
だ
し
、
普
通
財
産
の
種
類
又
は
取
壊
し
方
法
に
よ
り
記
載
事
項
の
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

　

第
四
十
四
条
中
第
六
号
を
削
り
、
同
条
第
七
号
中
「
参
考
と
な
る
」
を
「
必
要
な
」
に
改
め
、
同
号
を
同

条
第
六
号
と
し
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２  　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
資
料
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
普
通
財
産
の
種
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類
に
よ
り
添
付
資
料
の
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一　

位
置
図
、
平
面
図
そ
の
他
関
係
図
面

　

二　

そ
の
他
必
要
な
資
料

　

第
四
十
五
条
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
「
記
載
し
、
又
は
添
付
し
て
」
を
「
記
載
し
て
」
に
、
「
記
載
事

項
等
」
を
「
記
載
事
項
」
に
改
め
、
同
条
中
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
十
号
中
「
参
考
と

な
る
」
を
「
必
要
な
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
七
号
と
し
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２  　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
資
料
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
普
通
財
産
の
種

類
に
よ
り
添
付
資
料
の
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一　

契
約
書
案

　

二　

取
得
し
よ
う
と
す
る
財
産
の
登
記
事
項
証
明
書
又
は
登
録
簿
等
の
謄
本

　

三　

字
図
写
し
、
位
置
図
、
平
面
図
そ
の
他
関
係
図
面

　

四　

そ
の
他
必
要
な
資
料

　

第
四
十
六
条
中
「
記
載
し
、
又
は
添
付
し
て
」
を
「
記
載
し
て
」
に
改
め
、
同
条
中
第
七
号
か
ら
第
十
一

号
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
十
二
号
中
「
参
考
と
な
る
」
を
「
必
要
な
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
七
号
と

し
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２  　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
資
料
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
信
託
の
性
質
に

よ
り
添
付
資
料
の
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一　

信
託
の
収
支
見
積
り

　

二  　

信
託
の
受
託
者
が
当
該
信
託
に
必
要
な
資
金
の
借
入
れ
を
す
る
場
合
の
当
該
借
入
金
の
限
度
額
を
示

す
書
面

　

三　

信
託
の
事
業
計
画
及
び
資
金
計
画
を
示
す
書
面

　

四　

契
約
書
案

　

五　

字
図
写
し
、
位
置
図
、
平
面
図
そ
の
他
関
係
図
面

　

六　

そ
の
他
必
要
な
資
料

　

別
表
第
一
中
「
（
第
二
十
二
条
関
係
）
」
を
「
（
第
十
一
条
の
二
、
第
二
十
二
条
関
係
）
」
に
改
め
、
同

表
の
土
地
の
項
中

「
官
有
地
〃

」
を
削
り
、
同
表
の
工
作
物
の
項
中
「
各
一
式
」
を
「
装
置
各
一
式
」
に

改
め
る
。

　

別
表
第
二
の
各
種
類
に
共
通
の
項
中

「
寄
附
受
納

」
を

売
却
の
取
消

し
及
び
解
除
譲
与

民
法
上
の
取
消
原
因
が
発
生

し
、
売
却
（
譲
与
）
の
取
消
し

を
し
た
と
き
。

譲
与
の
取
消

し
及
び
解
除
譲
与

民
法
上
の
解
除
原
因
（
民
法
第

五
四
一
条
～
第
五
四
三
条
）
が

発
生
し
た
と
き
。
契
約
に
お
い

て
特
約
を
し
た
こ
と
に
よ
り
売

払
（
譲
与
）
の
解
除
を
し
た
と

き
。

「
寄
附
受
納

譲
与

」
に
、

売
却
の
取
消

し
及
び
解
除

民
法
上
の
取
消
原
因
若
し
く
は

解
除
原
因
が
発
生
し
、
売
却
の

取
消
し
若
し
く
は
解
除
を
し
た

と
き
又
は
契
約
に
お
い
て
特
約

を
し
た
こ
と
に
よ
り
売
却
の
解

除
を
し
た
と
き
。

譲
与
の
取
消

し
及
び
解
除

民
法
上
の
取
消
原
因
若
し
く
は

解
除
原
因
が
発
生
し
、
譲
与
の

取
消
し
若
し
く
は
解
除
を
し
た

と
き
又
は
契
約
に
お
い
て
特
約

を
し
た
こ
と
に
よ
り
譲
与
の
解

除
を
し
た
と
き
。

「
（
何
々
か

ら
）
所
属
換

え

（
何
々
へ
）
所

属
換
え

同
一
部
内
の
課
の
間
で
所
管
を

移
す
と
き
。

」
を

「
（
何
々
か

ら
）
所
属
換

え

（
何
々
へ
）
所

属
換
え

同
一
部
内
の
課
の
間
で
所
管
を

移
す
と
き
。

　

に
、

県
有
財
産
に

変
更

県
有
財
産
か
ら

変
更

県
有
財
産
と
そ
の
他
の
財
産
の

間
で
財
産
を
移
す
と
き
。
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（
何
々
か

ら
）
移
管

（
何
々
へ
）
移

管

企
業
管
理
者
と
の
間
で
所
管
を

移
す
と
き
。

」

「
区
分
変
更

区
分
変
更

決
算
区
分
を
変
更
し
た
と
き
。

」
を

「
区
分
変
更

区
分
変
更

決
算
区
分
を
変
更
し
た
と
き
。

」
に
改
め
、
同
表
の
土
地
の
項
中

価
格
改
定

価
格
改
定

第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
台

帳
価
格
を
改
定
し
た
と
き
。

「

信
託

」
を

信
託
取
消
・

信
託
解
除
・

信
託
終
了

「

信
託

信
託
し
た
こ
と
に
伴
い
、
所
有

権
を
信
託
の
受
託
者
に
移
転
し

た
と
き
。

」
に
、

信
託
取
消
・

信
託
解
除
・

信
託
終
了

信
託
取
消
等
に
伴
い
、
所
有
権

が
県
に
移
転
し
た
と
き
。

「
造
成

造
成
に
よ
り
数
量
が
増
加
し
た

と
き
。

」
を

「
造
成

造
成
に
よ
り
数
量
が
増
加
し
た

と
き
。

」
に
改
め
、
同
表
の
建
物
の
項
中

合
筆

合
筆

合
筆
に
よ
り
数
量
に
増
減
が
生

じ
た
と
き
。

分
筆

分
筆

分
筆
に
よ
り
数
量
に
増
減
が
生

じ
た
と
き
。

「

撤
去

撤
去
材
を
廃
棄
す
る
と
き
。

」
を

「

撤
去

撤
去
材
を
廃
棄
す
る
と
き
。

」
に
改
め
、
同
表
の
工
作
物
の
項
中

大
規
模
修
繕

長
寿
命
化
等
、
財
産
価
値
の

向
上
に
資
す
る
工
事
を
行
つ

た
と
き
。

模
様
替

模
様
替

建
物
等
の
主
要
構
造
を
変
更

す
る
こ
と
な
く
、
改
良

（
造
）
を
し
た
と
き
。

「

撤
去

」
を

「

撤
去

」
に
改
め
、
同
表
の
無
体
財
産
権
等
の

大
規
模
修
繕

項
中

「
登
録

」
を

「
登
録

」
に
改
め
る
。

開
発

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
構
築
し
た
と

き
。

取
得

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
取
得
し
た
と

き
。

改
修

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
改
修
し
た
と

き
。

廃
止

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
廃
止
し
た
と

き
。



令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

六

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

　

第
四
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

第４号様式の２（第２３条の２関係）

主管課名

火災保険金

の負担区分

～

～

～

～

～

～

～

民有地等借受台帳

　所属名

～

年月日

期間
当初借受
契約建物数量（㎡）

土地数量（㎡）

種目建物
所有者氏名

所有者住所

借受番号
種目土地

備　考

借受料（円）

支払年月日

使用目的
年月日

期間
現借受
契約
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第
十
六
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
六
号
様
式　

削
除

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２  　

改
正
後
の
大
分
県
県
有
財
産
規
則
別
表
第
二
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
変
動
が
あ
る

財
産
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
変
動
し
た
財
産
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

大
分
県
債
権
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

大
分
県
規
則
第
三
十
九
号

　
　
　

大
分
県
債
権
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

大
分
県
債
権
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
年
大
分
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
３
号
様
式
（
そ
の
１
）

殿

印

円

上
記
に
つ
い
て
、
納
入
期
限
ま
で
に
完
納
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
指
定
期
限
ま
で
に
納
入
し
て
く
だ
さ
い
。

指
定

期
限

(
1
)

(
2
)

アイウ

が
あ
る
と
き
。

そ
の
他
裁
決
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
。

る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
、
こ
の
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
1
年
を

経
過
す
る
と
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
）
。
た
だ
し
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
審
査
請
求
を
経
な
い
で
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

審
査
請
求
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
3
か
月
を
経
過
し
て
も
裁
決
が
な
い
と
き
。

処
分
、
処
分
の
執
行
又
は
手
続
の
続
行
に
よ
り
生
ず
る
著
し
い
損
害
を
避
け
る
た
め
緊
急
の
必
要

て
3
か
月
以
内
に
、
大
分
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
(
な
お
、
こ
の
処
分
が

あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
3
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
処
分
の
日
の
翌
日

か
ら
起
算
し
て
1
年
を
経
過
す
る
と
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
)
。

　
上
記
(
1
)
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
た
場
合
に
限
り
、
当
該
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が

あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
6
か
月
以
内
に
、
大
分
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に

納
入
期
限
の
翌
日
か
ら
督
促
状
の
指
定
納
期
限
ま
で
の
期
間

年
7
.
3
％

指
定
期
限
の
翌
日
か
ら
納
入
の
日
ま
で
の
期
間

年
1
4
.
6
％

　
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

備
考
　
地
方
自
治
法
第
2
3
1
条
の
3
第
1
項
の
規
定
に
よ
り
督
促
す
る
場
合
に
使
用
す
る
こ
と
。

＊
納
入
期
限
の
翌
日
か
ら
納
入
の
日
ま
で
の
期
間
に
応
じ
、
債
権
金
額
に
つ
き
以
下
の
割
合
で
計
算
し
た

督
 
促

 
状

年
　
月
　
日

大
分
県
知
事

年
度
区
分

　
　
年
度

債
権
の
名
称

納
入
期
限

　
　
年
　
月
　
日

債
権
金
額

　
年

　
月

　
日

お
い
て
大
分
県
を
代
表
す
る
者
は
大
分
県
知
事
と
な
り
ま
す
。
）
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す

延
滞
金
を
別
途
納
入
し
て
く
だ
さ
い
。



令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

八

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

大
分
県
予
算
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

大
分
県
規
則
第
四
十
号

　
　
　

大
分
県
予
算
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

大
分
県
予
算
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
大
分
県
規
則
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
第
一
項
中
「
書
類
」
を
「
文
書
」
に
、
「
原
則
と
し
て
毎
年
十
一
月
三
十
日
」
を
「
別
に
定
め
る

期
日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
書
類
」
を
「
文
書
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
第
一
項
中
「
書
類
」
を
「
文
書
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
中
「
第
五
条
第
一
項
中
「
十
一
月
三
十
日
」
と
あ
る
の
は
「
別
に
定
め
る
期
日
」
と
、
同
条
第
二

項
」
を
「
第
五
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
中
「
歳
入
予
算
成
立
通
知
書
（
第
一
号
様
式
）
及
び
歳
出
予
算
成
立
通
知
書
（
第
二
号
様
式
）
に

よ
り
、
」
を
削
る
。

　

第
十
一
条
第
一
項
中
「
予
算
執
行
（
変
更
）
計
画
書
（
第
三
号
様
式
）
を
作
成
し
、
」
を
「
予
算
執
行
（
変

更
）
計
画
書
を
」
に
改
め
る
。

　

第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

総
務
部
長
は
、
予
算
の
成
立
後
、
必
要
な
調
整
を
行
い
、
歳
出
予
算
を
配
当
す
る
も
の
と
す
る
。

２  　

総
務
部
長
は
、
歳
出
予
算
の
配
当
を
行
つ
た
と
き
は
、
部
局
長
及
び
会
計
管
理
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　

第
十
二
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
第
三
項
と
す
る
。

　

第
十
三
条
中
「
第
五
号
様
式
」
を
「
第
一
号
様
式
」
に
改
め
る
。

　

第
十
五
条
第
一
項
中
「
歳
出
予
算
配
当
通
知
書
（
第
六
号
様
式
）
」
を
「
歳
出
予
算
配
当
替
通
知
書
（
第

二
号
様
式
）
」
に
改
め
る
。

　

第
十
六
条
第
一
項
中
「
歳
出
予
算
流
用
申
請
書
兼
歳
出
予
算
配
当
要
求
書
（
第
七
号
様
式
）
を
作
成
し
、

総
務
部
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
」
を
「
歳
出
予
算
の
流
用
及
び
配
当
を
総
務
部
長
に
申
請
し
な
け
れ
ば
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
歳
出
予
算
流
用
申
請
書
兼
歳
出
予
算
配
当
要
求
書
の
提
出
」
を
「
歳
出
予
算
の
流

用
及
び
配
当
の
申
請
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
八
号
様
式
」
を
「
第
三
号
様
式
」
に
改
め
る
。

　

第
十
七
条
第
一
項
中
「
歳
出
予
算
流
用
申
請
書
兼
歳
出
予
算
配
当
要
求
書
を
作
成
し
、
総
務
部
長
に
提
出

し
な
け
れ
ば
」
を
「
歳
出
予
算
の
流
用
及
び
配
当
を
総
務
部
長
に
申
請
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
二

第
３
号
様
式

（
そ

の
２

）

殿

印

元
利

合

金
円

息
円

計
円

上
記

に
つ

い
て

、
納

入
期

限
ま

で
に

完
納

さ
れ

て
い

ま
せ

ん
の

で
、

指
定

期
限

ま
で

に
納

入
し

て
く

だ
さ

い
。

指
定

期
限

備
考

　
地

方
自

治
法

施
行

令
第

1
7
1
条

の
規

定
に

よ
り

督
促

す
る

場
合

に
使

用
す

る
こ

と
。

督
 
促

 
状

　
年

　
月

　
日

大
分

県
知

事

年
度

区
分

　
　

年
度

期
間

　
年

　
月

　
日

＊
納

入
期

限
の

翌
日

か
ら

納
入

の
日

ま
で

の
期

間
に

応
じ

、
債

権
金

額
に

つ
き

　
年

　
　

％
　

の
割

合
で

計
算

し
た

損
害

賠
償

金
を

別
途

納
入

し
て

く
だ

さ
い

。

債
権

の
名

称

納
入

期
限

　
　

年
　

月
　

日

債
権

金
額



令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

九

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

項
中
「
歳
出
予
算
流
用
申
請
書
兼
歳
出
予
算
配
当
要
求
書
」
を
「
歳
出
予
算
の
流
用
及
び
配
当
の
申
請
」
に

改
め
る
。

　

第
十
八
条
の
見
出
し
中
「
充
当
」
を
「
充
用
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
の
充
当
」
を
「
の
充
用
」
に
、

「
予
備
費
充
当
申
請
書
兼
歳
出
予
算
配
当
要
求
書
（
第
九
号
様
式
）
を
作
成
し
、
総
務
部
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
」
を
「
予
備
費
の
充
用
及
び
歳
出
予
算
の
配
当
を
総
務
部
長
に
申
請
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
予
備
費
充
当
申
請
書
兼
歳
出
予
算
配
当
要
求
書
の
提
出
」
を
「
予
備
費
の
充
用
及
び
歳
出
予
算
の

配
当
の
申
請
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
予
備
費
充
当
通
知
書
兼
歳
出
予
算
配
当
通
知
書
（
第
十
号
様
式
）
」

を
「
予
備
費
充
用
通
知
書
兼
歳
出
予
算
配
当
通
知
書
（
第
四
号
様
式
）
」
に
改
め
る
。

　

第
十
九
条
第
一
項
中
「
第
十
一
号
様
式
」
を
「
第
五
号
様
式
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
条
第
一
項
中
「
第
十
二
号
様
式
」
を
「
第
六
号
様
式
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
繰
越
見
積
書
（
第
十
三
号
様
式
）
を
作
成
し
、
当
該
年
度
の
二
月
末
日
」
を
「
繰

越
見
積
書
を
別
に
定
め
る
期
日
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
繰
越
調
書
（
第
十
四
号
様
式
）
を
作
成
し
、
翌
年
度
の
五
月
二
十
日
」
を
「
繰

越
調
書
を
別
に
定
め
る
期
日
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
三
条
中
「
第
十
五
号
様
式
」
を
「
第
七
号
様
式
」
に
改
め
る
。

　

第
一
号
様
式
か
ら
第
五
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
１

号
様

式
（

第
1
3
条

関
係

）

年
　

月
　

日
　

　
　

年
度

歳
出

予
算

を
次

の
と

お
り

令
達

し
ま

す
。

（
件

名
　

　
　

　
　

）

　
　

　
　

　
殿

　
　

　
　

部
長

（
公

印
省

略
）

（
単

位
：

円
）

合
計

令
達

番
号

摘要
款

項
目

細
々

節
令

達
額

累
計

歳
出

予
算

令
達

通
知

書

年
　

度
会

　
計

　
名

繰
 
越

 
区

 
分

科
目

コ
ー

ド
科

　
　

目
　

　
名

今
回

令
達

額
事

業
節

細
節

　
　

　
年

度



令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

一
〇

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

第
２

号
様

式
（

第
1
5
条

関
係

）

年
　

月
　

日
 

　
　

　
年

度
歳

出
予

算
を

次
の

と
お

り
配

当
替

し
ま

す
。

（
件

名
　

　
　

　
　

）

　
　

　
　

　
殿

　
　

　
　

部
長

　
　

　
　

　
　

　
　

（
公

印
省

略
）

（
単

位
：

円
）

合
計

配
当

替
番

号

歳
出

予
算

配
当

替
通

知
書

年
　

度
会

　
計

　
名

繰
 
越

 
区

 
分

科
目

コ
ー

ド
科

　
　

目
　

　
名

今
回

配
当

替
額

事
業

節
細

節

摘要
款

項
目

細
々

節
配

当
替

額
累

計

　
　

　
年

度

第３号様式（第16条、第17条関係）

年　月　日

　　　　　殿  

　総務部長

年度 （公印省略） （単位：円）

増 減

 

合計

流用番号

摘 要
細々節

年　度 会　　計　　名 繰 越 区 分

科目・事業コード
科　　目　　名

今 回 予 算 流 用 額
予 算 現 計 額

細節

歳出予算流用通知書兼歳出予算配当通知書

予 算 流 用 額

年度歳出予算を下記のとおり流用し、配当しましたので通知します。

款 項 目 節事業



令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

一
一

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

第
４

号
様

式
（

第
1
8
条

関
係

）

年
　

月
　

日
　

　
　

　
　

　
年

度
歳

出
予

算
の

予
備

費
を

下
記

の
と

お
り

充
用

し
、

配
当

し
ま

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

　　
　

　
　

　
殿

　
　

　
　

　
総

務
部

長

（
公

印
省

略
）

（
単

位
：

円
）

合
計

予
備

費
充

用
番

号

予
 
算

 
現

 
計

 
額

細
々

節

摘要
今

回
予

備
費

充
用

額
款

項
目

事
業

節
細

節

予
備

費
充

用
通

知
書

兼
歳

出
予

算
配

当
通

知
書

会
　

計
　

名
繰

 
越

 
区

 
分

科
目

コ
ー

ド
科

　
　

目
　

　
名

年
　

度

　
　

　
年

度

第５号様式（第19条関係）

年　月　日

総務部長　殿  　　　　部長

（公印省略）

 

科目コード
科　　目　　名 科　　目　　名

説明書等表示順

説明書等表示順

科 目 設 定 調 書

年　度 会　　計　　名

細節

編 成 区 分

以下のとおり科目設定願います。

細々節款 項 目

摘要

設定を要する科目

歳入・歳出予算

　　　年度

既定科目

説明書等表示順

節



令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

一
二

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

　

第
六
号
様
式
か
ら
第
十
一
号
様
式
ま
で
を
削
り
、
第
十
二
号
様
式
を
第
六
号
様
式
と
す
る
。

　

第
十
三
号
様
式
及
び
第
十
四
号
様
式
を
削
り
、
第
十
五
号
様
式
を
第
七
号
様
式
と
す
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

大
分
県
税
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

大
分
県
規
則
第
四
十
一
号

　
　
　

大
分
県
税
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

（
大
分
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第

一
条　

大
分
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
大
分
県
規
則
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

  　

第
二
十
五
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
中
「
個
人
県
民
税
」
の
下
に
「
・
森
林
環
境
税
」
を
加

え
、
同
条
第
四
号
中
「
市
町
村
民
税
」
を
「
市
町
村
民
税　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

森
林
環
境
税
」

　

  　

第
二
十
六
条
第
一
号
中
「
第
八
条
第
二
項
又
は
第
五
項
」
を
「
第
五
十
七
条
の
四
の
二
第
二
項
又
は
第

五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
個
人
県
民
税
」
の
下
に
「
・
森
林
環
境
税
」
を
加
え
る
。

　
　

第
二
十
六
条
の
三
第
二
項
中
「
第
五
十
一
号
様
式
の
十
四
又
は
」
を
削
る
。

　
　

第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
中
「
乗
務
記
録
」
を
「
業
務
記
録
」
に
改
め
る
。

　
　

第
五
十
一
号
様
式
を
同
様
式
（
そ
の
一
）
と
し
、
同
様
式
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
5
1
号

様
式

（
そ

の
２

）
(
第

2
4
条

関
係

)
 

(上
葉
)
 

 
 

 
 

 
 

 
個

人
県

民
税

・
森

林
環

境
税

払
込

書
・

領
収

証
書

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
４

４
 

大
分

県
 

 
 

 

 
収

納
先

所
属

 

 
払

込
の

内
容

 

払
込

市
町

村
名

 

  

    

  

収
納

実
績

 

 

 

 
 

      

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

払
込

金
額

 
 

 
 

 
 

 
 

 
円

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

領
収

日
付

印
 

上
記

の
金

額
を

領
収

し
ま

し
た

。
 

 
 

(市
町
村
保
存
)
 

 
 

 

年
度

 
 

区
分

 
 
 
 

シ
ス

テ
ム

区
分

 

年
 

 
 

月
分

 

(
下
 
葉

)
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
領
収
済
通
知
書
 

 
 

 
４
４

 
大
分
県
 

 
 

 

 
収
納
先
所
属
 

 
払
込
の
内
容
 

払
込
市
町
村
名
 

 

    

  
 

収
納
実
績
 

 

 
 

      

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

払
込
金
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

 
 

 
 

取
り
ま
と
め
店
：
大
分
銀
行
県
庁
内
支
店
 

 
 

領
収
日
付
印
 

 
 
 

 
 
(大

分
県
保
存
)
 

 
 

年
度
 
 
区
分
 
 
 
 
シ
ス
テ
ム
区
分
 

 

年
 
 
 
月
分
 

(中
葉
) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
原
 
 
 
 
 
符
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
４
４

 
大
分
県
 

 
 

 

 
収
納
先
所
属
 

 
払
込
の
内
容
 

払
込
市
町
村
名
 

 

    

 

 
 

収
納
実
績
 

 

 

 
 

      

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

払
込
金
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

 
 

 
 

 
 

領
収
日
付
印
 

 
 
 

 
 
(金

融
機
関
保
存
)
 

 
 

 

年
度
 
 
区
分
 
 
 
 
シ
ス
テ
ム
区
分
 

年
 
 
 
月
分
 



令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

一
三

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

第
5
1
号

様
式

（
そ

の
２

）
(
第

2
4
条

関
係

)
 

(上
葉
)
 

 
 

 
 

 
 

 
個

人
県

民
税

・
森

林
環

境
税

払
込

書
・

領
収

証
書

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
４

４
 

大
分

県
 

 
 

 

 
収

納
先

所
属

 

 
払

込
の

内
容

 

払
込

市
町

村
名

 

  

    

  

収
納

実
績

 

 

 

 
 

      

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

払
込

金
額

 
 

 
 

 
 

 
 

 
円

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

領
収

日
付

印
 

上
記

の
金

額
を

領
収

し
ま

し
た

。
 

 
 

(市
町
村
保
存
)
 

 
 

 

年
度

 
 

区
分

 
 
 
 

シ
ス

テ
ム

区
分

 

年
 

 
 

月
分

 

(
下
 
葉

)
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
領
収
済
通
知
書
 

 
 

 
４
４

 
大
分
県
 

 
 

 

 
収
納
先
所
属
 

 
払
込
の
内
容
 

払
込
市
町
村
名
 

 

    

  
 

収
納
実
績
 

 

 
 

      

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

払
込
金
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

 
 

 
 

取
り
ま
と
め
店
：
大
分
銀
行
県
庁
内
支
店
 

 
 

領
収
日
付
印
 

 
 
 

 
 
(大

分
県
保
存
)
 

 
 

年
度
 
 
区
分
 
 
 
 
シ
ス
テ
ム
区
分
 

 

年
 
 
 
月
分
 

(中
葉
) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
原
 
 
 
 
 
符
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
４
４

 
大
分
県
 

 
 

 

 
収
納
先
所
属
 

 
払
込
の
内
容
 

払
込
市
町
村
名
 

 

    

 

 
 

収
納
実
績
 

 

 

 
 

      

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

払
込
金
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

 
 

 
 

 
 

領
収
日
付
印
 

 
 
 

 
 
(金

融
機
関
保
存
)
 

 
 

 

年
度
 
 
区
分
 
 
 
 
シ
ス
テ
ム
区
分
 

年
 
 
 
月
分
 



令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

一
四

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

　
　

第
五
十
一
号
様
式
の
七
か
ら
第
五
十
一
号
様
式
の
九
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第51号様式の7(第25条関係) 

個 人 県 民 税 ・ 森 林 環 境 税 の 決 定 状 況 報 告 書 

 大分県    県税事務所長 殿                                                 第     号 

                                                                 年  月  日 

       年度分 

                                                           市 町 村 長 

 個人県民税及び森林環境税を決定したので下記のとおり報告します。(金額単位 円) 

納 税 義 務 者 数 

県 民 税 ・市 町 村 民 税 
森林環境税 

均 等 割 額 の み の 者 所 得 割 額 の み の 者 均 等 割 と 所 得 割 の 合 計 額 の 者 計 

(        ) 

人 

(        )

人

(        )

人

(       )

人
人 

県民税・市町村民税及び森林環境税の課税額 (12月分) 

区 分 

県 民 税 課 税 額 市 町 村 民 税 課 税 額 
県市町村

民税合計

森林 

環境税
県市町村民税及び 

森林環境税合算額 

件 数
税 額 

件 数 
税 額 

税 額 税 額 税 額 
均 等 割 所 得 割 計 均 等 割 所 得 割 計 

普 通 徴 収 分                     

特
別
徴
収
分

給 与                     

老齢基礎年金等                     

計                     

合 計                     

所 属 年 度 が 翌 年 度 

と な る 特 別 徴 収 税 額 

県 民 税 額 市町村民税額 森林環境税額 計 納税通知書及び通知書

の 枚 数

納 税 通 知 書 通 知 書 

           

率

の

計

算

特

定

あ

ん

分

区 分 県 民 税 市 町 村 民 税 県市町村民税合計 森林環境税額 
県市町村民税及び 

森林環境税合算額 

前年度調定のうち当該年度の収入となるべき額         

特別徴収分のうち当該年度の収入となるべき額         

普 通 徴 収 年 税 額         

計 （イ）   （ロ） （ハ） （ニ） 

特定あん分率（令和６年度以降の課税に適用） （イ）/（ニ）  （ハ）/（ニ）  

特定あん分率（令和５年度以前の課税に適用） （イ）/（ロ）   

 注 1 「納税義務者数」欄のかつこ内には、市町村民税に係る納税義務者数を記載すること。 

   2 条例第31条の2及び法第328条の規定によつて課する所得割に係るものについては、記載しないこと。 

   3 「特別徴収分」のうち「老齢基礎年金等」とは、法第321条の7の2及び第321条の7の8の規定に基づき特別徴収の対象となる年金をいうものであること。 



令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

一
五

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

第51号様式の8（その２）(第25条関係)  
個 人 県 民 税 ・ 森 林 環 境 税 に 係 る 徴 収 金 の 徴 収 状 況 等 報 告 書 

  大分県    県税事務所長 殿 

  次のとおり    月分の県民税及び森林環境税に係る徴収金の徴収状況等を報告します。 

 
 
1  払 込 状 況 

第     号 
年  月  日 

(金額単位   円) 

年 度
区 分 

本月中に納付
又は納入のあ
つた個人の県
市町村民税及
び森林環境税
に係る徴収金
の 合 算 額 

(イ) 

督促手数料及び
滞納処分費の額
 

(ロ)

納付額又は納入
額から督促手数
料及び滞納処分
費を控除した額
  
(イ)－(ロ) 

(ハ)

森林環境税払込額の計算 

県市町村民税及び森
林環境税の合算額 
 

(ニ)

 
 
森林環境税あん分率 

(タ)

 
 
森林環境税払込額 

(ニ)×(タ)
＝(レ)

県 市 町 村
民税及び森林環境
税の合算額に係る
延滞金の徴収金額

(ト)

森林環境税に係る延
滞金の払込額 

(ト)×(タ)
＝(ソ)

県市町村民税及び
森林環境税の過誤
納金のうち税額 
（ツ） 

県市町村民税及び
森林環境税の過誤
納金のうち延滞金

（ネ）

県市町村民税及び
森林環境税の過誤
納金の合計額 

（ツ）＋（ネ） 
＝（ナ） 

森林環境税に係る過
誤納金の額 

(ナ)×(タ)
＝(ラ)

県市町村民税及び
森林環境税の過誤
納金に係る還付加
算金 

（ム）

森林環境税に係る
還付加算金の額 

(ム)×(タ)
＝(ウ)

森林環境税に係
る徴収金の払込
額 
(レ)＋(ソ)－(ラ)
－（ウ）＝（ヰ)

年度                     
  

    
 

年度                     
  

    
 

年度                     
  

    
 

年度                     
  

    
 

年度                     
  

    
 

年度                     
  

    
 

年度                     
  

    
 

年度                     
  

    
 

計                     
  

    
 

2 調定徴収状況                                                                                                                                                         (金額単位 円)

区 分 

税額 延滞金 過誤納金 還付加算金 

備 考 
前月まで分徴収額 本月分徴収額 計 前月まで分徴収額 本月分徴収額 計 前 月 ま で 分 本 月 分 計 前 月 ま で 分 本 月 分 計 

現 年
課 税 分 

森 林 環 境 税                   
    

滞 納
繰 越 分 

森 林 環 境 税                   
    

滞

納

繰

越

分

内

訳 

年
度

 森 林 環 境 税                   
    

年
度

 森 林 環 境 税                   
    

年
度

 森 林 環 境 税                   
    

年
度

 森 林 環 境 税                   
    

年
度

 森 林 環 境 税                   
    

年
度

 森 林 環 境 税                   
    

年
度

 森 林 環 境 税                   
    

年
度

 
 

森 林 環 境 税                   
    

合 計 森 林 環 境 税          
    

 

第51号様式の8（その１）(第25条関係)  
個 人 県 民 税 ・ 森 林 環 境 税 に 係 る 徴 収 金 の 徴 収 状 況 等 報 告 書 

  大分県    県税事務所長 殿 

  次のとおり    月分の県民税及び森林環境税に係る徴収金の徴収状況等を報告します。 

 
 
1  払 込 状 況 

  
  

市   
町 長 
村   

第     号 
年  月  日 

 

(金額単位   円) 

年 度
区 分 

本月中に納
付又は納入
のあつた個
人の県市町
村民税及び
森林環境税
に係る徴収
金の合算額 

(イ) 

督促手数料
及び滞納処
分 費 の 額
 

(ロ)

納付額又は
納入額から
督促手数料
及び滞納処
分費を控除
した額   
(イ)－(ロ) 

(ハ)

県民税払込額の計算 

県市町村民税及び森
林環境税の合算額 
 

(ニ) 

県民税あん分率 
 
 

(ホ)

県 民 税 
払 込 額 

(ニ)×(ホ)
＝(ヘ)

県 市 町 村
民税及び森林環境
税の合算額に係る
延滞金の徴収金額

(ト)

県民税に係る延
滞金の払込額 

(ト)×(ホ)
＝(チ)

県 市 町 村
民税及び森林環境
税の合算額に係る
過少申告加算金の
徴 収 金 額  

(リ)

県民税に係る過少
申告加算金の払込
額 

(リ)×(ホ)
＝(ヌ)

県市町村民税及び
森林環境税の合算
額に係る不申告加
算金の徴収金額 

(ル)

県民税に係る不申
告加算金の払込額 

(ル)×(ホ)
＝(オ)

県市町村民税及び
森林環境税の合算
額に係る重加算金
の徴収金額 

(ワ) 

県民税に係る重加
算金の払込額 

(ワ)×(ホ)
＝(カ)

県民税に係る徴
収金の払込額 
(ヘ)＋(チ)＋(ヌ)＋

(オ)＋(カ)＝(ヨ)

年度                              

年度                               

年度                               

年度                               

年度                               

年度                               

年度                               

年度                               

計                               

2 調定徴収状況                                                                                                                        (金額単位 円) 

区 分 

税 額 延 滞 金 備 考 

調 定 額 徴 収 額 
不納欠損額 過誤納額 

徴 収 
未済額 

前 月 ま で 分 徴 収 額 本 月 分 徴 収 額 計 

 

前 月 ま で 分 本月分 計 前 月 ま で 分 本月分 計  

現 年
課 税 分 

県市町村民税及び森林環境税                          

県 民 税                          

滞 納
繰 越 分 

県市町村民税及び森林環境税                          

県 民 税                          

滞

納

繰

越

分

内

訳 

年
度

 県市町村民税及び森林環境税                          

県 民 税                          

年
度 

 県市町村民税及び森林環境税                          

県 民 税                          

年
度

 県市町村民税及び森林環境税                          

県 民 税                          

年
度

 県市町村民税及び森林環境税                          

県 民 税                          

年
度

 県市町村民税及び森林環境税                          

県 民 税                          

年
度

 県市町村民税及び森林環境税                          

県 民 税                          

年
度

 県市町村民税及び森林環境税                          

県 民 税                          

合 計 
県市町村民税及び森林環境税                          

県 民 税                          

所属年度が
翌年度とな
るもの 

県市町村民税及び森林環境税                         
 

県 民 税                         
 

 



令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

一
六

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

第51号様式の8（その１） 付表1 

過少申告加算金
不申告加算金
重 加 算 金

 調 定 徴 収 状 況                (金額単位 円) 

区 分 
調 定 額 徴 収 額 

不 納
欠損額

過 誤
納 額

徴 収
未済額

徴 収
猶予額

滞 納
処分の
停止額

備 考 
前 月
まで分

本月分 計 
前 月
まで分

本月分 計 

 
 

 
 

 
 

 

過

少

申

告

加

算

金 

現 年

課税分

県市町村民税合算額に係る額                         

県 民 税 に 係 る 額                         

滞 納

繰越分

県市町村民税合算額に係る額                         

県 民 税 に 係 る 額                         

 
 

 
 

滞

納

繰

越

分

内

訳 

年
度 

県市町村民税合算額に係る額                         

県 民 税 に 係 る 額                         

年
度 

県市町村民税合算額に係る額                         

県 民 税 に 係 る 額                         

年
度 

県市町村民税合算額に係る額                         

県 民 税 に 係 る 額                         

年
度 

県市町村民税合算額に係る額                         

県 民 税 に 係 る 額                         

合 計
県市町村民税合算額に係る額                         

県 民 税 に 係 る 額                         

不

申

告

加

算

金 

現 年

課税分

県市町村民税合算額に係る額                         

県 民 税 に 係 る 額                         

滞 納

繰越分

県市町村民税合算額に係る額                         

県 民 税 に 係 る 額                         

滞

納

繰

越

分

内

訳 

年
度 

県市町村民税合算額に係る額                         

県 民 税 に 係 る 額                         

年
度 

県市町村民税合算額に係る額                         

県 民 税 に 係 る 額                         

  

年
度 

県市町村民税合算額に係る額                         

県 民 税 に 係 る 額                         

年
度 

県市町村民税合算額に係る額                         

県 民 税 に 係 る 額                         

合 計
県市町村民税合算額に係る額                         

県 民 税 に 係 る 額                         



令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

一
七

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

重

加

算

金 
 

 
 

 
 

現 年

課税分

県市町村民税合算額に係る額                         

県 民 税 に 係 る 額                         

滞 納

繰越分

県市町村民税合算額に係る額                         

県 民 税 に 係 る 額                         

滞

納

繰

越

分

内

訳 

年
度 

県市町村民税合算額に係る額                         

県 民 税 に 係 る 額                         

年
度 

県市町村民税合算額に係る額                         

県 民 税 に 係 る 額                         

年
度 

県市町村民税合算額に係る額                         

県 民 税 に 係 る 額                         

  

年
度 

県市町村民税合算額に係る額                         

県 民 税 に 係 る 額                         

年
度 

県市町村民税合算額に係る額                         

県 民 税 に 係 る 額                         

合 計
県市町村民税合算額に係る額                         

県 民 税 に 係 る 額                         

 

第51号様式の8（その１） 付表2 

県民税調定額変更
  月中

増 減
明細書 

市   
町   
村   

    年度分 

異動内訳 

 

 

異動事由 

増 額 分 減 額 分 差 引 計 

均 等 割 所 得 割 計 均 等 割 所 得 割 計 
均等額 

 

(イ)－(ニ)

所得割 

 

(ロ)－(ホ)

計 

 

(ハ)－(ヘ) 

務
者
数

納
税
義

調
定
額(イ)

務
者
数

納
税
義

調
定
額(ロ)

調
定
額(ハ)

務
者
数

納
税
義

調
定
額(ニ) 

務
者
数

納
税
義

調
定
額(ホ)

調
定
額(ヘ)

既 調 定 済 の
異 動 分

県市町村民税

及び森林環境

税の合算額 

人 円 人 円 円 人 円 人 円 円 円 円 円 

(リ)に係る分
を除く。 (ト)

県 民 税 額                        

随 時 新 規
課 税 分

県市町村民税

及び森林環境

税の合算額 
                       

(リ)に係る分
を除く。 (チ)

県 民 税 額                        

退 職 所 得 の
分 離 課 税 分

(リ)

県市町村民税

及び森林環境

税の合算額 
                       

県 民 税 額                        

計  
(ト)＋(チ)＋(リ)

県市町村民税

及び森林環境

税の合算額 
                       

県 民 税 額           
(ワ) 

 
(カ) (ヨ)

      

備 考 
 
 
 
 
 
 

県 民 税 の

減 額

内 訳 

法第41条第1項の規定に基
づくもの 

 
(ヌ)

        (ヲ)の具体的事由 
 
 
 
 
 
 

法第45条の規定に基づくも
の 

 
(ル)

        

その他の事由によるもの 
 
(ヲ)

        

計   
(ヌ)＋(ル)＋(ヲ)

 
(ワ) 

 
(カ) (ヨ)

 



令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

一
八

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「県　
民　
税

　
　

「県　
民　
税

　
　

第
五
十
一
号
様
式
の
九
の
二
中　

市
町
村
民
税

　

を　

市
町
村
民
税

　

に
改
め
、
「係

る
地
方
団
体
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　
　

森
林
環
境
税

」

　

  徴
収
金

」
の
次
に
「並

び
に
森
林
環
境
税
に
係
る
徴
収
金

」
を
、
「す

る
地
方
団
体
の
徴
収
金

」
の
次
に

「及
び
森
林
環
境
税
に
係
る
徴
収
金

」
を
加
え
、
同
様
式
の
付
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第51号様式の９（第25条関係）

第　　　　号

　大分県　 　県税事務所長　殿 年　 月 　日

市

町 長

　下記のとおり報告します。 村

　（　　　　年５月31日現在） （金額単位：円）

    　　　　区 分

年度 件数 税額 件数 税額 件数 税額 件数 税額 件数 税額 件数 税額 件数 税額

県市町村民税及び森林環境税

森林環境税

県民税

県市町村民税及び森林環境税

森林環境税

県民税

県市町村民税及び森林環境税

森林環境税

県民税

県市町村民税及び森林環境税

森林環境税

県民税

県市町村民税及び森林環境税

森林環境税

県民税

県市町村民税及び森林環境税

森林環境税

県民税

計 県市町村民税及び森林環境税

森林環境税

県民税

その他

個人県民税・森林環境税に係る滞納状況報告書

収入未済額
収入未済額の内訳

差押中 滞納処分の停止中 徴収猶予中 換価の猶予中 交付要求中



令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

一
九

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

第51号様式の9の2(付表) 

整

理

番

号 

滞  納  者 
年

度 

期

別
納期限

督促状発付

年 月 日

県民税・市町村民税 森林環境税 
滞 納

処分費 

備

考 住(居)所 氏 名 税 額 
督 促 

手数料 

延滞 

金額 
過少申告

加算金 
不申告

加算金

重加 

算金 
税 額 

延滞 

金額 

         ・ ・ ・ ・ 
円 円 法律に

よる金
額(円)

円 円 円 円 法律に
よる金
額(円) 

法律に
よる金
額(円) 

  

         ・ ・ ・ ・   
 

        
  

    

         ・ ・ ・ ・   
 

        
  

    

         ・ ・ ・ ・   
 

        
  

    

         ・ ・ ・ ・   
 

        
  

    

         ・ ・ ・ ・   
 

        
  

    

         ・ ・ ・ ・   
 

        
  

    

         ・ ・ ・ ・   
 

        
  

    

         ・ ・ ・ ・   
 

        
  

    

         ・ ・ ・ ・   
 

        
  

    

         ・ ・ ・ ・   
 

        
  

    

 

様 式 記 載 要 領 

 

1 徴収引継(引受)書の「備考」欄には、県の徴税吏員が徴収の引継ぎをする場合において、滞納処分を続行する地方団体の徴収金及び森林環

境税に係る徴収金（以下「徴収金」という。）について必要な事項を記載すること。 

2 不動産登記令第7条第1項第2号にいう「代理人の権限を証する情報」とは、3に掲げる場合を除き、この徴収引継書の写しに徴収の引継ぎを

した旨の市町村の徴税吏員の証明を受けたものであること。 

3 県の徴税吏員が一定の期間終了後に滞納処分を続行する徴収金について登記を嘱託する場合においては、2の書面に加え、一定の期間終了

後に市町村の徴税吏員から受けた徴収引受書の写しに徴収の引受をした旨の市町村の徴税吏員の証明を受けたものを添付することが必要で

あること。 

 なお、一定期間終了後に行う徴収の引継ぎ時における付表には、県の徴税吏員が市町村の徴税吏員に徴収の引継ぎをする徴収金に加え、県

の徴税吏員が一定期間終了後に滞納処分を続行する徴収金についても、「備考」欄にその旨(記載例：「引き続き大分県が滞納処分を実施」な

ど)を明示して記載すること。 

4 2及び3における徴収引継(引受)書の付表を「代理人の権限を証する情報」とするには、登記の嘱託に関係する部分の抜粋のみで足りるもの

であること。 

5 付表については、滞納者及び納期限を異にするごとに別欄に記載すること。 

6 徴収の引継ぎの際、まだ督促をしていないもの、既に徴収の猶予又は換価の猶予をしているもの等については、付表の「備考」欄にその旨

を記載すること。 



令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

二
〇

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

　
　

第
五
十
一
号
様
式
の
十
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第51号様式の10(第26条関係) 

  
令第57条の4の2第2項又は第5項の規定による3月31日

現在によつて算定したあん分率についての報告書

 
  

 第     号  

大分県   県税事務所長殿 

年  月  日  

           年度分 

  下記のとおり報告します。          (金額単位  円) 

 市 
町 長 
村 

区 分 県 民 税 市 町 村 民 税 
県市町村民税 

合計 
森 林 環 境 税

県市町村民税及び

森林環境税合計 

個 人 の 県 民 税 等 の 納 税 義 務 者 数 人 人 人  

課

税

額 

普 通 徴 収 分 課 税 額  (イ)         

特別徴収分

課 税 額 

前年度調定のうち当該年
度の収入となるべき額 

(ロ)         

当該年度調定のうち当該
年度の収入となるべき額

(ハ)         

退 職 所 得 の 分 離 課 税 額  (ニ)         

計  (イ) ＋ (ロ) ＋ (ハ) ＋ (ニ) 
（ホ） 

 
（ヘ） （ト） （チ） 

あん分率（令和６年度以降の課税に適用） 
（ホ）/（チ）

   
（ト）/（チ）

 

あん分率（令和５年度以前の課税に適用） 
（ホ）/（ヘ）

    

 注 「あん分率」は、円単位まで正確に算定できるくらいまで算出すること。 



令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

二
一

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

　

  　

第
五
十
一
号
様
式
の
十
一
中
「県

市
町
村
民
税
の
合
算
額

」
を
「県

市
町
村
民
税
及
び
森
林
環
境
税
の

合
算
額

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
中
「県

市
町
村
民
税

」
の
次
に
「及

び
森
林
環
境
税

」
を
加
え
、
同
様

式
の
注
を
同
様
式
の
注
二
と
し
、
同
様
式
に
注
一
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

注
１

  　

「３
月31日

現
在
あ
ん
分
率

」は

、第
51号

様
式
の

10で
算
定
し
た
あ
ん
分
率
を
使
用
す
る
こ

と

。

　
　

第
五
十
一
号
様
式
の
十
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第51号様式の12(第26条関係) 

個人県民税・森林環境税の清算計算に係る報告書

第     号  

   大分県   県税事務所長殿                                                  年  月  日 

      市              

町 長            

村              

  下記のとおり報告します。     (金額単位 円)                                                        年度分 

県 民 税 3月31日現在あん分率（円単位が正確に計算されるくらい）   (イ)   

区 分 税 額 延 滞 金
過少申告加

算 金

不 申 告加

算 金
重 加 算 金 計 

本年度中に県市町村が徴収した2月末日現在の県市町村民税及

び森林環境税との徴収金の合算額 

 

(ロ)
            

3月31日現在のあん分率により県に払い込むべき額(ロ)×(イ)        (ハ)             

3月10日までに県に払い込むべき額                    (ニ)             

差引清算による過不足額 (ハ)－(ニ)                   (ホ)             

4月10日まで

に県に払い込

むべき金額 

3月徴収分×3月31日現在のあん分率 (ヘ)             

清算による過不足額((ホ)の額)              (ト)             

3月10日までに県に払い込むべき額のうち払

い 込 み 過 不 足 額  
(チ)             

計  (ヘ)±(ト)±(チ)             

  

森林環境税 3月31日現在あん分率（円単位が正確に計算されるくらい）   (リ)  

区 分 税 額 延 滞 金 計 

本年度中に県市町村が徴収した2月末日現在の県市町村民税及

び森林環境税との徴収金の合算額 (ロ) 
      

3月31日現在のあん分率により県に払い込むべき額  (ロ)×(リ)      (ヌ)       

2月末日までの過誤納金（税額と延滞金の合算額にあん分率を乗じたものの累計）  (ル)    

2月末日までの還付加算金（あん分率を乗じたものの累計）           (ヲ)    

差引による3月31日現在のあん分率により払い込むべき額 (ヌ)-(ル)-(ヲ)      （ワ)    

3月10日までに県に払い込むべき額                             (カ)       

差引清算による過不足額 (ワ)－(カ)                           (ヨ)       

4月10日まで

に県に払い込

むべき金額 

3月徴収分×3月31日現在のあん分率 (タ)       

清算による過不足額((ヨ)の額)               (レ)       

3月分の過誤納金（税額と延滞金の合算額にあん分率を乗じたもの）（ソ）   

3月分の還付加算金（あん分率を乗じたもの）               (ツ)    

3月10日までに県に払い込むべき額のうち払

い 込 み 過 不 足 額
(ネ)       

計  (タ)±(レ)-(ソ)-(ツ)±(ネ)       

 注 現年課税分、滞納繰越分(各年度ごと)を別紙とすること。 



令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

二
二

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

　
　

第
五
十
一
号
様
式
の
十
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
第
5
1
号
様
式
の
1
4　

削
除

　

  　

第
五
十
一
号
様
式
の
十
五
中
「及

び
市
町
村
民
税

」
を
「
・市

町
村
民
税
及
び
森
林
環
境
税

」
に
、

「月
分
の
市
町
村
民
税

」
を
「月

分
の
県
民
税
・
市
町
村
民
税
及
び
森
林
環
境
税

」
に
、
「及

び
個
人
の

市
町
村
民
税

」
を
「・

市
町
村
民
税
及
び
森
林
環
境
税

」
に
改
め
る
。

　
　

第
五
十
五
号
様
式
の
三
中
「納

入

（納
付

）書

」
を
「納

付

（納
入

）書

」
に
改
め
る
。

　

  　

第
五
十
七
号
様
式
の
五
の
四
中
「法

に
お
い
て
準
用
す
る
国
税
反
則
取
締
法
の
規
定
に
よ
り
通
告
処
分

（科
料
に
相
当
す
る
金
額
に
係
る
通
告
処
分
を
除
く

。

）
」
を
「法

第
二
十
二
条
の
二
十
八
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
通
告
処
分

」
に
改
め
る
。

　

（
大
分
県
会
計
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

大
分
県
会
計
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
大
分
県
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

  　

第
百
九
条
第
二
項
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

　
　

八　

森
林
環
境
税

　

  　

第
百
二
十
条
第
一
項
中
「
個
人
県
民
税
払
込
書
」
の
下
に
「
、
個
人
県
民
税
・
森
林
環
境
税
払
込
書
」

を
加
え
る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
改
正
前
の
大
分
県
税
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２  　

改
正
前
の
大
分
県
税
条
例
施
行
規
則
第
五
十
一
号
様
式
、
第
五
十
一
号
様
式
の
七
、
第
五
十
一
号
様
式

の
八
、
第
五
十
一
号
様
式
の
八
附
表
一
、
第
五
十
一
号
様
式
の
八
付
表
二
、
第
五
十
一
号
様
式
の
九
、
第

五
十
一
号
様
式
の
九
の
二
、
第
五
十
一
号
様
式
の
九
の
二
（
付
表
）
、
第
五
十
一
号
様
式
の
十
、
第
五
十

一
号
様
式
の
十
一
、
第
五
十
一
号
様
式
の
十
二
及
び
第
五
十
一
号
様
式
の
十
五
の
規
定
に
よ
る
用
紙
は
、

当
分
の
間
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

介
護
保
険
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

大
分
県
規
則
第
四
十
二
号

　
　
　

介
護
保
険
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

介
護
保
険
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
大
分
県
規
則
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
並
び
に
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則

第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
第
二
十
六
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
及
び
介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧

法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
」
を
削
る
。

　

第
二
条
第
三
項
を
削
る
。

　

第
四
条
中
「
前
条
第
一
項
」
を
「
前
条
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
及
び
第
六
条
を
削
る
。

　

第
七
条
中
「
第
五
条
第
一
項
」
を
「
法
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
、
第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く

は
第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
若
し
く
は
法
第
九
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
百
七
条
第
一
項
」
に
、
「
前
条

第
一
項
」
を
「
法
第
七
十
条
の
二
第
一
項
（
法
第
百
十
五
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
八
十
六
条
の
二
第
一
項
、
第
九
十
四
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
百
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、

「
者
」
の
下
に
「
又
は
施
設
」
を
加
え
、
同
条
を
第
五
条
と
す
る
。

　

第
七
条
の
二
か
ら
第
十
四
条
ま
で
を
削
る
。

　

第
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
又
は
許
可
を
受
け
た
」
を
「
前
条
に
規
定
す

る
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
す
る
。

　

第
十
五
条
の
二
中
「
第
十
三
号
様
式
の
二
」
を
「
第
四
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。

　

第
十
五
条
の
三
中
「
第
十
三
号
様
式
の
三
」
を
「
第
五
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

　

第
十
五
条
の
四
中
「
第
十
三
号
様
式
の
二
」
を
「
第
四
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
し
、
第
十

五
条
の
五
を
第
十
条
と
す
る
。

　

第
十
六
条
中
「
第
十
四
号
様
式
」
を
「
第
六
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

　

第
十
七
条
中
「
第
十
五
号
様
式
」
を
「
第
七
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

　

第
十
八
条
中
「
第
十
六
号
様
式
」
を
「
第
八
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

　

第
十
九
条
中
「
第
十
七
号
様
式
」
を
「
第
九
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

　

第
二
十
条
中
「
第
十
八
号
様
式
」
を
「
第
十
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

　

第
二
十
一
条
中
「
第
十
九
号
様
式
」
を
「
第
十
一
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
と
し
、
第
二
十

二
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

　

別
表
を
削
る
。

　

第
一
号
様
式
か
ら
第
三
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

第
四
号
様
式
か
ら
第
十
三
号
様
式
ま
で
を
削
る
。

　

第
十
三
号
様
式
の
二
中
「第

15条
の
２

、第
15条

の
４
関
係

」
を
「第

７
条

、第
９
条
関
係

」
に
、
「代

表
者
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

印

」
を
「代

表
者
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
、
同
様

式
を
第
四
号
様
式
と
す
る
。
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第
十
三
号
様
式
の
三
中
「第

15条
の
３
関
係

」
を
「第

８
条
関
係

」
に
、
「代

表
者
名

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

印
」
を
「代

表
者
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
五
号
様
式
と
す
る
。

　

第
十
四
号
様
式
中
「第

16条
関
係

」
を
「第

11条
関
係

」
に
改
め
、
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
を
第
六
号

様
式
と
す
る
。

　

第
十
五
号
様
式
中
「第

17条
関
係

」
を
「第

12条
関
係

」
に
改
め
、
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
を
第
七
号

様
式
と
す
る
。

　

第
十
六
号
様
式
中
「第

18条
関
係

」
を
「第

13条
関
係

」
に
改
め
、
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
を
第
八
号

様
式
と
す
る
。

　

第
十
七
号
様
式
中
「第

19条
関
係

」
を
「第

14条
関
係

」
に
改
め
、
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
を
第
九
号

様
式
と
す
る
。

　

第
十
八
号
様
式
中
「第

20条
関
係

」
を
「第

15条
関
係

」
に
改
め
、
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
を
第
十
号

様
式
と
す
る
。

　

第
十
九
号
様
式
中
「第

21条
関
係

」
を
「第

16条
関
係

」
に
改
め
、
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
を
第
十
一

号
様
式
と
す
る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２  　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
第
一
号
様
式
か
ら
第
十
九
号
様
式
ま
で
の
規
定
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の

間
、
所
要
の
補
正
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

児
童
福
祉
法
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
徴
収
等
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

大
分
県
規
則
第
四
十
三
号

　
　
　

児
童
福
祉
法
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
徴
収
等
規
則
の
一
部
を
改
正
す

　
　
　
る
規
則

　

児
童
福
祉
法
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
徴
収
等
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
大
分
県
規
則

第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
の
注
３
の
⑴
の
イ
中
「408,000

円
」
を
「488,000

円
」
に
改
め
る
。

　

第
一
号
様
式
中
「感

染
症
対
策
課

」
を
「健

康
政
策
・
感
染
症
対
策
課

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
別
表
第
一
の
注
３
の
⑴
の
イ
の
規
定
は
、

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

大
分
県
規
則
第
四
十
四
号

　
　
　

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
二
年
大
分
県
規
則
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
九
条
の
三
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

　

（
親
子
再
統
合
支
援
事
業
等
の
開
始
の
届
出
等
）

第

九
条
の
三
の
二　

法
第
三
十
四
条
の
七
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
親
子
再
統
合
支
援
事
業
等

開
始
届
出
書
（
第
十
号
様
式
の
五
の
二
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２  　

法
第
三
十
四
条
の
七
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
親
子
再
統
合
支
援
事
業
等
変
更
届
出
書

（
第
十
号
様
式
の
五
の
三
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

廃
止

３　

法
第
三
十
四
条
の
七
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
親
子
再
統
合
支
援
事
業
等　
　

届
出
書

　

（
第
十
号
様
式
の
五
の
四
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

休
止

　

（
妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
の
開
始
の
届
出
等
）

第

九
条
の
三
の
三　

法
第
三
十
四
条
の
七
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業

開
始
届
出
書
（
第
十
号
様
式
の
五
の
五
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

法
第
三
十
四
条
の
七
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
変
更
届
出
書

　

（
第
十
号
様
式
の
五
の
六
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

廃
止

３　

法
第
三
十
四
条
の
七
の
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業　
　

届
出
書

　

（
第
十
号
様
式
の
五
の
七
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

休
止

　

第
三
号
様
式
の
二
の
付
表
一
か
ら
付
表
三
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



令
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六
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三
月
二
十
九
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二
四

大
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県
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号
外
（
規
則
）

付
表

1
 

児
童

発
達

支
援

事
業

所
(
児

童
発

達
支

援
セ

ン
タ

ー
で

あ
る

も
の

に
限

る
。

)
の

指
定

に
係

る
記

載
事

項
 

 
 

 
主

と
し
て

通
わ

せ
る

児
童

の
障

害
の

種
別

 

 
 

 
(
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
)
 

受
付

番
号

 
 

 

 
 

施設

 

フ
リ

ガ
ナ

 
 

 

名
称

 
 

 

所
在

地
 

(
郵

便
番

号
 

 
 

 
 

―
 

 
 

 
 

)
 

 
 

 
 

 
 

 
県

 
 

 
 

 
 

郡
・

市
 

 
 

連
絡

先
 

電
話

番
号

 
 

 
F
A
X
番

号
 

 
 

管理者

 

フ
リ

ガ
ナ

 
 

 

住
所

 

(
郵

便
番

号
 

 
 

 
 

―
 

 
 

 
 

)
 

氏
名

 
 

 

当
該

事
業

所
の

他
の

職
務

又
は

同
一

敷
地

内
の

他
の

事
業

所
又

は
施

設
の

従
業

者
と

の
兼

務
(
兼

務
の

場
合

記
入

)
 

事
業

所
等

の
名

称
 

 
 

兼
務

す
る

職
種

及
び

勤
務

時
間

等
 

 
 

 
 

実
施

主
体

が
地

方
公

共
団

体
で

あ
る

場
合

は
、

当
該

支
援

の
実

施
に

つ
い

て
定

め
て

い
る

条
例

等
 

第
 

 
条

第
 

 
項

第
 

 
号

 

併
設

す
る

施
設

の
名

称
及

び
概

要
 

名
称

 
 

 

概
要

 
 

 

児
童

発
達

支
援

管
理

責
任

者
 

フ
リ

ガ
ナ

 
 

 
住

所
 

(
郵

便
番

号
 

 
 

 
 

―
 

 
 

 
 

)
 

氏
名

 
 

 

従
業

者
の

職
種

・
員

数
 

嘱
託

医
（
精
神
科
又
は
小
児
科
）

児
童

指
導

員
 

保
育

士
 

栄
養

士
 

専
従

兼
務

 
専

従
兼

務
 

専
従

 
兼

務
 

専
従

兼
務

 

 
 

従
業

者
数

 
常

勤
(
人

)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

非
常

勤
(
人

)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

備
考

 
 

 
 

 
 

 
 

 

基
準

上
の

必
要

人
数

(
人

)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

調
理

員
 

児
童

発
達

支
援

管
理

責
任

者
 

機
能

訓
練

担
当

職
員

 
看

護
職

員
 

専
従

兼
務

 
専

従
兼

務
 

専
従

 
兼

務
 

専
従

兼
務

 

従
業

者
数

 
常

勤
(
人

)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

非
常

勤
(
人

)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

備
考

 
 

 
 

 
 

 
 

 

基
準

上
の

必
要

人
数

(
人

)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

そ
の

他
の

従
業

者
 

 
 

 
 

専
従

兼
務

 
 

 
 

従
業

者
数

 
常

勤
(
人

)
 

 
 

 
 

 
 

 

非
常

勤
(
人

)
 

 
 

 
 

 
 

 

備
考

 
 

 
 

 
 

 
 

 

基
準

上
の

必
要

人
数

(
人

)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

設
備

基
準

上
の

数
値

記
載

項
目

等
 

 
 

発
達

支
援

室
、
 

遊
戯

室
、
 

屋
外

遊
戯

場
、
 

医
務

室
、

相
談

室
、

 
調

理
室

、
 

便
所

、
 

静
養

室
、

 
医

療
法

に
規

定
す

る
診

療
所

と
し

て
の

設
備
（

治
療

を
行

う
場

合
）

 
 

 
 

 
(設

置
部

分
を

○
で

囲
む

)
 

 
 

基
準

上
の

必
要

値
 

 
 

発
達

支
援

室
 

m
2(
児

童
1
人

当
た

り
)

2
.47

m
2(
児
童
1
人
当
た
り
)
以
上
 

遊
戯

室
 

m
2(
児

童
1
人

当
た

り
)

1
.65

m
2(
児
童
1
人
当
た
り
)
以
上
 

主
な

掲
示

事
項

 
 

 

 
 

営
業

日
 

 
 

営
業

時
間

 
営

業
時

間
(
送

迎
時

間
を

含
む

。
)
 
 
 

 
 
 
 
(
①

月
～

金
 

 
：
 

 
～

 
 
：
 

 
②

土
日

 
 
：
 

 
～

 
 
：
 

 
)

サ
ー

ビ
ス

提
供

時
間

(
送

迎
時

間
を

除
く

。
)
(
①

月
～

金
 

 
：
 

 
～

 
 
：
 

 
②

土
日

 
 
：
 

 
～

 
 
：
 

 
)

利
用

定
員

 
人

 

利
用

料
 

 
 

そ
の

他
の

費
用

 
 

 

そ
の

他
参

考
と

な
る

事
項

 

第
三

者
評

価
の

実
施

状
況

 
し

て
い

る
 

・
 

し
て

い
な

い
 

 
 

苦
情

解
決

の
措

置
概

要
 

窓
口

(
連

絡
先

)
 

 
担

当
者

 
 

 

そ
の

他
 

 
 

協
力

医
療

機
関

 
名

称
 

 
 

主
な

診
療

科
名

 
 

 

地
域

の
障

害
児

へ
の

援
助

の
実

施
状

況
 

有
・

無
 

多
機

能
型

実
施

の
有

無
 

有
・

無
 

添
付

書
類

 

    

備
考

 

 
1
 

「
受

付
番

号
」

「
基

準
上

の
必

要
人

数
」

「
基

準
上

の
必

要
値

」
欄

に
は

、
記

載
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。

 

 
2
 

記
入

欄
が

不
足

す
る

場
合

は
、

適
宜

欄
を

設
け

て
記

載
す

る
か

又
は

別
葉

に
記

載
し

た
書

類
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
3
 

「
併

設
す

る
施

設
の

名
称

及
び

概
要

」
欄

に
は

、
施

設
の

目
的

及
び

提
供

す
る

サ
ー

ビ
ス

の
内

容
等

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

 

 
4
 

「
主

な
掲

示
事

項
」

欄
に

は
、

そ
の

内
容

を
簡

潔
に

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
5
 

「
そ

の
他

の
費

用
」

欄
に

は
、

入
所

児
又

は
保

護
者

等
に

直
接

金
銭

の
負

担
を

求
め

る
場

合
の

サ
ー

ビ
ス

内
容

に
つ

い
て

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

付
表

2
 
児

童
発

達
支

援
事

業
所

(
児
童
発

達
支
援
セ

ン
タ
ー
で

あ
る
も
の

を
除
く
。

)
の

指
定

に
係

る
記

載
事

項
 

 
 
 

主
と

し
て

通
わ

せ
る

児
童

の
障
害

の
種
別
 

 
 

 
(
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
)
 

受
付

番
号
 

 
 

 
 

事業所

 

フ
リ

ガ
ナ

 
 
 

名
称

 
 
 

所
在

地
 

(
郵

便
番

号
 
 
 

 
 
―
 

 
 
 
 

)
 

 
 

 
 

 
 
 

県
 
 
 

 
 
 
郡

・
市
 

 
 

連
絡

先
 

電
話

番
号

 
 
 

F
A
X
番

号
 

 
 

管理者

 

フ
リ

ガ
ナ

 
 
 

住
所
 

(
郵

便
番
号

 
 
 
 

 
―
 
 

 
 
 
)
 

氏
名

 
 
 

当
該

事
業

所
の

他
の

職
務

又
は

同
一

敷
地

内
の

他
の

事
業

所
又

は
施

設
の

従
業

者
と

の
兼

務
(
兼

務
の

場
合

記
入

)
 

事
業

所
等
の
名

称
 

 
 

兼
務

す
る

職
種

及
び

勤
務

時
間
等
 

 
 

 
 

実
施

主
体

が
地

方
公

共
団

体
で
あ

る
場

合
は
、

当
該

支
援

の
実

施
に

つ
い

て
定

め
て

い
る

条
例

等
 

第
 
 

条
第

 
 

項
第

 
 

号
 

児
童

発
達

支
援

管
理

責
任

者
 

フ
リ

ガ
ナ
 

 
 

住
所

 
(
郵
便
番

号
 
 
 

 
 
―
 

 
 
 
 

)
 

氏
名

 
 
 

従
業

者
の

職
種

・
員

数
 

児
童
指
導

員
 

保
育

士
 

児
童

発
達

支
援

管
理

責
任

者
機
能

訓
練

担
当

職
員

 

専
従

兼
務

 
専
従

兼
務
 

専
従
 

兼
務

 
専
従

兼
務

 

 
 

従
業

者
数

 
常

勤
(
人

)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

非
常

勤
(
人
)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

備
考

 
 
 

 
 

 
 

 
 

基
準

上
の

必
要

人
数

(
人

)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

経
験

者
嘱

託
医

 
看

護
職
員

 
そ

の
他

の
従

業
者

 

専
従

兼
務

 
専
従

兼
務
 

専
従
 

兼
務

 
専
従

兼
務

 

 
 

従
業

者
数

 
常

勤
(
人

)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

非
常

勤
(
人
)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

備
考

 
 
 

 
 

 
 

 
 

基
準

上
の

必
要

人
数

(
人

)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

従
業

者
数

 
常

勤
(
人
)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

非
常

勤
(
人
)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

備
考

 
 
 

 
 

 

基
準

上
の

必
要

人
数

(
人

)
 

 
 

 
 

 

設
備

 
発
達

支
援
室
 

有
・

無
 

主
な

掲
示

事
項

 
 
 

 
 

営
業

日
 

 
 

営
業

時
間

 
営

業
時
間
(
送

迎
時
間
を

含
む
。
)
 

 
 

 
 
(
①

月
～
金
 

 
：
 
 
～

 
 
：
 
 
②

土
日
 
 
：
 
 
～

 
 
：
 
 

)

サ
ー

ビ
ス
提

供
時
間
(
送

迎
時
間
を

除
く
。
)
(
①

月
～
金
 

 
：
 
 
～

 
 
：
 
 

②
土

日
 

 
：
 
 

～
 
 
：
 

 
)

利
用

定
員

 
人

 

利
用

料
 

 
 

そ
の

他
の

費
用

 
 
 

実
施

サ
ー

ビ
ス

 
送

迎
サ
ー

ビ
ス
 

有
・

無
 

そ
の

他
参

考
と

な
る

事
項

 

第
三

者
評
価
の

実
施
状
況

 
し

て
い
る
 

・
 
し
て

い
な
い
 

 
 

苦
情

解
決
の

措
置
概
要

 
窓

口
(
連

絡
先
)

 
 

担
当
者
 

 
 

そ
の
他

 
 
 

協
力

医
療

機
関

 
名

称
 

 
 

主
な
診

療
科
名
 

 
 

多
機

能
型

実
施

の
有

無
 

有
・

無
 

一
体
的
に
管
理
運
営
さ
れ
る
他
の
事
業
所
 
 
 

添
付

書
類

 

     

備
考

 

 
1
 
「

受
付

番
号

」
「

基
準

上
の

必
要
人

数
」
欄
に

は
、
記
載

し
な
い
で

く
だ
さ
い

。
 

 
2
 
記

入
欄

が
不

足
す

る
場

合
は

、
適
宜

欄
を
設
け

て
記
載
す

る
か
又
は

別
葉
に
記

載
し
た
書

類
を
添
付

し
て
く
だ

さ
い
。
 

 
3
 
「

併
設

す
る

施
設

の
名

称
及

び
概
要

」
欄
に
は

、
施
設
の

目
的
及
び

提
供
す
る

サ
ー
ビ
ス

の
内
容
等

を
記
載
し

て
く
だ
さ

い
。
 

 
4
 
「

主
な

掲
示

事
項

」
欄

に
は

、
そ
の

内
容
を
簡

潔
に
記
載

し
て
く
だ

さ
い
。
 

 
5
 
「

そ
の

他
の

費
用

」
欄

に
は

、
保
護

者
等
に
直

接
金
銭
の

負
担
を
求

め
る
場
合

の
サ
ー
ビ

ス
内
容
に

つ
い
て
記

載
し
て
く

だ
さ
い
。

 

    



令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

二
五

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

　

第
三
号
様
式
の
二
の
付
表
四
を
削
り
、
同
様
式
の
付
表
五
中
「登

記
事
項
証
明
書
又
は
条
例
等

、
事
業
所

平
面
図

（各
室
の
用
途
を
明
示
す
る
こ
と

。

）、
設
備
・
備
品
等
一
覧
表

、
管
理
者
及
び
児
童
発
達
支
援
管

理
責
任
者
の
経
歴
書

、
運
営
規
程

、
障
害
児
等
か
ら
の
苦
情
を
解
決
す
る
た
め
に
講
ず
る
措
置
の
概
要

、
勤

務
体
制
・
形
態
一
覧
表

、
児
童
福
祉
法
第

21条
の
５
の

15第
３
項
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書

面
、
利
用
者
負
担
の
受
領
等
に
関
す
る
保
護
者
向
け
資
料

、
内
規
他
参
考
に
な
る
も
の

」
を
削
り
、
同
表
を

同
様
式
の
付
表
四
と
し
、
同
様
式
の
付
表
六
中
「登

記
事
項
証
明
書
又
は
条
例
等

、
事
業
所
平
面
図

（各
室

の
用
途
を
明
示
す
る
こ
と

。

）、
設
備
・
備
品
等
一
覧
表

、
管
理
者
及
び
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
の
経

歴
書

、
運
営
規
程

、
障
害
児
等
か
ら
の
苦
情
を
解
決
す
る
た
め
に
講
ず
る
措
置
の
概
要

、
勤
務
体
制
・
形
態

一
覧
表

、
児
童
福
祉
法
第

21条
の
５
の

15第
３
項
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

、
協
力
医
療

機
関
と
の
契
約
内
容
が
分
か
る
も
の

、
利
用
者
負
担
の
受
領
等
に
関
す
る
保
護
者
向
け
資
料

、
内
規
他
参
考

に
な
る
も
の

」
を
削
り
、
同
表
を
同
様
式
の
付
表
五
と
し
、
同
様
式
の
付
表
七
（
そ
の
一
）
中

「児
童
発
達

支
援

医
療
型
児

童
発
達
支

援

放
課
後
等

デ
イ

居
宅
訪
問

型
児
童
発

達
支
援

保
育
所

等
訪
問

支
援

」
を

サ

ービ
ス

単
位

サ

ービ
ス

単
位

有
無

有
無

児
童
発
達

支
援

医
療
型
児

童
発
達
支

援

放
課
後
等

デ
イ

居
宅
訪
問

型
児
童
発

達
支
援

保
育
所

等
訪
問

支
援

「
障
害
児
通
所
支
援

障
害
福
祉
サ

ービ
ス

児
童
発
達

支
援

放
課
後
等

デ
イ

居
宅
訪
問

型
児
童
発

達
支
援

保
育
所
等

訪
問
支
援

サ

ービ
ス

単
位

サ

ービ
ス

単
位

有
無

有
無

　

に
改
め
、

付
表
3
 
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指
定
に
係
る
記
載
事
項
 

 
 
 

主
と
し
て
通
わ
せ
る
児
童
の
障
害
の
種
別
 

受
付
番
号
 

 
 

 
 

 
( 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
) 

事業所

 

フ
リ
ガ
ナ
 

 
 

名
称
 

 
 

所
在
地
 

(
郵
便
番
号
 
 
 
 
 
―
 
 
 
 
 
)
 

 
 
 
 
 
 
 
県
 
 
 
 
 
 
郡
・
市
 

 
 

連
絡

先
 

電
話
番
号
 

 
 

F
A
X
番
号
 

 
 

管理者

 

フ
リ
ガ
ナ
 

 
 

住
所
 

(
郵
便
番
号
 
 
 
 
 
―
 
 
 
 
 
)
 

氏
名
 

 
 

当
該

事
業

所
の

他
の

職
務

又
は

同
一

敷
地

内
の

他
の

事
業

所
又

は
施

設
の

従
業

者
と

の
兼

務
(
兼

務
の
場
合
記
入
)
 

事
業
所
等
の
名
称
 

 
 

兼
務

す
る

職
種

及
び

勤
務

時
間
等
 

 
 

 
 

実
施

主
体

が
地
方

公
共
団

体
で
あ

る
場
合

は
、
当

該
支
援

の
実
施

に
つ
い

て
定

め
て
い
る
条
例
等
 

第
 
 
条
第
 
 
項
第
 
 
号
 

児
童

発
達

支
援

管
理

責
任

者
 

フ
リ
ガ
ナ
 

 
 

住
所
 

(
郵
便
番
号
 
 
 
 
 
―
 
 
 
 
 
)
 

氏
名
 

 
 

従
業
者
の
職
種
・
員
数
 

児
童
指
導
員
 

保
育
士
 

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者

機
能
訓
練
担
当
職
員
 

専
従

兼
務
 

専
従

兼
務
 

専
従
 

兼
務
 

専
従

兼
務
 

 
 

従
業
者
数
 

常
勤
(
人
)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

非
常
勤
(
人
)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

備
考
 

 
 

 
 

 
 

 
 

基
準
上
の
必
要
人
数
(
人
)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
経
験
者

嘱
託

医
 

看
護

職
員

 
そ

の
他

の
従

業
者

 

専
従

兼
務
 

専
従

兼
務
 

専
従
 

兼
務
 

専
従

兼
務
 

 
 

従
業
者
数
 

常
勤
(
人
)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

非
常
勤
(
人
)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

備
考
 

 
 

 
 

 
 

 
 

基
準
上
の
必
要
人
数
(
人
)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

専
従

兼
務
 

 
 

 

 
 

従
業
者
数
 

常
勤
(
人
)
 

 
 

 
 

 
 

 

非
常
勤
(
人
)
 

 
 

 
 

 
 

 

備
考
 

 
 

 
 

 

基
準
上
の
必
要
人
数
(
人
)
 

 
 

 
 

 

設
備
 

発
達
支
援
室
 

有
・

無
 

主
な
掲
示
事
項
 

 
 

 
 

営
業
日
 

 
 

営
業
時
間
 

営
業
時
間
(
送
迎
時
間
を
含
む
。
)
 
 
 
 
 
 
 
 
(
①
月
～
金
 
 
：
 
 
～
 
 
：
 
 
②
土
日
 
 
：
 
 
～
 
 
：
 
 
)

サ
ー
ビ
ス
提
供
時
間
(
送
迎
時
間
を
除
く
。
)
(
①
月
～
金
 
 
：
 
 
～
 
 
：
 
 
②
土
日
 
 
：
 
 
～
 
 
：
 
 
)

利
用
定
員
 

人
 

利
用
料
 

 
 

そ
の
他
の
費
用
 

 
 

実
施
サ
ー
ビ
ス
 

送
迎
サ
ー
ビ
ス
 

有
・

無
 

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
 

第
三
者
評
価
の
実
施
状
況
 

し
て
い
る
 
・
 
し
て
い
な
い
 

 
 

苦
情
解
決
の
措
置
概
要
 

窓
口
(
連
絡
先
)

 
 

担
当
者
 

 
 

そ
の
他
 

 
 

多
機
能
型
実
施
の
有
無
 

有
・

無
 

一
体
的
に
管
理
運
営
さ
れ
る
他
の
事
業
所
 
 
 

添
付
書
類
 

     

備
考
 

 
1
 
「
受
付
番
号
」
「
基
準
上
の
必
要
人
数
」
欄
に
は
、
記
載
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
 

 
2
 
記
入
欄
が
不
足
す
る
場
合
は
、
適
宜
欄
を
設
け
て
記
載
す
る
か
又
は
別
葉
に
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
3
 
「
併
設
す
る
施
設
の
名
称
及
び
概
要
」
欄
に
は
、
施
設
の
目
的
及
び
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
等
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
4
 
「
主
な
掲
示
事
項
」
欄
に
は
、
そ
の
内
容
を
簡
潔
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
5
 
「
そ
の
他
の
費
用
」
欄
に
は
、
保
護
者
等
に
直
接
金
銭
の
負
担
を
求
め
る
場
合
の
サ
ー
ビ
ス
内
容
に
つ
い
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

付
表

2
 
児

童
発

達
支

援
事

業
所

(
児
童
発

達
支
援
セ

ン
タ
ー
で

あ
る
も
の

を
除
く
。

)
の

指
定

に
係

る
記

載
事

項
 

 
 
 

主
と

し
て

通
わ

せ
る

児
童

の
障
害

の
種
別
 

 
 

 
(
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
)
 

受
付

番
号
 

 
 

 
 

事業所

 

フ
リ

ガ
ナ

 
 
 

名
称

 
 
 

所
在

地
 

(
郵

便
番
号

 
 
 
 

 
―
 
 

 
 
 
)
 

 
 

 
 

 
 
 
県

 
 
 
 

 
 
郡
・

市
 

 
 

連
絡

先
 

電
話

番
号

 
 
 

F
A
X
番

号
 

 
 

管理者

 

フ
リ

ガ
ナ

 
 
 

住
所
 

(
郵

便
番
号

 
 
 
 

 
―
 
 

 
 
 
)
 

氏
名

 
 
 

当
該

事
業

所
の

他
の

職
務

又
は

同
一

敷
地

内
の

他
の

事
業

所
又

は
施

設
の

従
業

者
と

の
兼

務
(
兼

務
の

場
合

記
入

)
 

事
業

所
等
の
名

称
 

 
 

兼
務

す
る

職
種

及
び

勤
務

時
間

等
 

 
 

 
 

実
施

主
体

が
地

方
公

共
団

体
で
あ

る
場

合
は
、

当
該

支
援

の
実

施
に

つ
い

て
定

め
て

い
る

条
例

等
 

第
 
 

条
第

 
 

項
第

 
 

号
 

児
童

発
達

支
援

管
理

責
任

者
 

フ
リ

ガ
ナ
 

 
 

住
所

 
(
郵
便
番

号
 
 
 

 
 
―
 

 
 
 
 

)
 

氏
名

 
 
 

従
業

者
の

職
種

・
員

数
 

児
童

指
導
員

 
保

育
士

 
児

童
発

達
支

援
管

理
責

任
者

機
能
訓

練
担

当
職

員
 

専
従

兼
務

 
専

従
兼

務
 

専
従
 

兼
務
 

専
従

兼
務
 

 
 

従
業

者
数

 
常

勤
(
人

)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

非
常

勤
(
人

)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

備
考
 

 
 

 
 

 
 

 
 

基
準

上
の

必
要

人
数

(
人

)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

経
験

者
嘱

託
医

 
看

護
職
員

 
そ

の
他

の
従

業
者

 

専
従

兼
務
 

専
従

兼
務

 
専
従

 
兼

務
 

専
従

兼
務
 

 
 

従
業

者
数

 
常

勤
(
人
)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

非
常

勤
(
人
)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

備
考

 
 

 
 
 

 
 

 
 

基
準

上
の

必
要

人
数

(
人
)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

従
業

者
数

 
常

勤
(
人

)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

非
常

勤
(
人
)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

備
考

 
 
 

 
 

 

基
準

上
の

必
要

人
数

(
人
)
 

 
 

 
 

 

設
備

 
発

達
支
援

室
 

有
・

無
 

主
な

掲
示

事
項

 
 
 

 
 

営
業

日
 

 
 

営
業

時
間

 
営
業

時
間
(
送

迎
時
間
を

含
む
。
)
 

 
 

 
 
(
①

月
～
金
 

 
：
 
 
～

 
 
：
 
 
②

土
日
 
 
：
 
 
～

 
 
：
 
 

)

サ
ー

ビ
ス
提

供
時
間
(
送

迎
時
間
を

除
く
。
)
(
①

月
～
金
 

 
：
 
 
～

 
 
：
 
 

②
土

日
 

 
：
 
 

～
 
 
：
 

 
)

利
用

定
員

 
人

 

利
用

料
 

 
 

そ
の

他
の

費
用

 
 
 

実
施

サ
ー

ビ
ス

 
送

迎
サ
ー

ビ
ス
 

有
・

無
 

そ
の

他
参

考
と

な
る

事
項

 

第
三

者
評
価

の
実
施
状

況
 

し
て
い
る

 
・
 
し

て
い
な
い

 
 

 

苦
情

解
決
の

措
置
概
要

 
窓

口
(
連

絡
先
)

 
 

担
当
者
 

 
 

そ
の

他
 

 
 

協
力

医
療

機
関

 
名

称
 

 
 

主
な

診
療
科

名
 

 
 

多
機

能
型

実
施

の
有

無
 

有
・

無
 

一
体
的
に
管
理
運
営
さ
れ
る
他
の
事
業
所
 
 
 

添
付

書
類

 

     

備
考

 

 
1
 
「

受
付

番
号

」
「

基
準

上
の
必

要
人
数
」

欄
に
は
、

記
載
し
な

い
で
く
だ

さ
い
。
 

 
2
 
記

入
欄

が
不

足
す

る
場

合
は
、

適
宜
欄
を

設
け
て
記

載
す
る
か

又
は
別
葉

に
記
載
し

た
書
類
を

添
付
し
て

く
だ
さ
い

。
 

 
3
 
「

併
設

す
る

施
設

の
名

称
及
び

概
要
」
欄

に
は
、
施

設
の
目
的

及
び
提
供

す
る
サ
ー

ビ
ス
の
内

容
等
を
記

載
し
て
く

だ
さ
い
。

 

 
4
 
「

主
な

掲
示

事
項

」
欄

に
は
、

そ
の
内
容

を
簡
潔
に

記
載
し
て

く
だ
さ
い

。
 

 
5
 
「

そ
の

他
の

費
用

」
欄

に
は
、

保
護
者
等

に
直
接
金

銭
の
負
担

を
求
め
る

場
合
の
サ

ー
ビ
ス
内

容
に
つ
い

て
記
載
し

て
く
だ
さ

い
。
 

    



令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

二
六

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

児
童
発
達

支
援

放
課
後
等

デ
イ

居
宅
訪
問

型
児
童
発

達
支
援

保
育
所
等

訪
問
支
援

」

同
表
を
同
様
式
の
付
表
六
（
そ
の
一
）
と
し
、
同
様
式
の
付
表
七
（
そ
の
二
）
中

「指
導
員

」
を
「そ

の
他
の
従
業
者

」
に
、

「理
学
療
法

士
又
は
作

業
療
法
士

言
語
聴
覚

士
機
能
訓
練

担
当
職
員

訪
問
支
援

員
栄
養
士

調
理
員

そ
の
他
の

従
業
者

」
を

「機
能
訓
練

担
当
職
員

訪
問
支
援

員
栄
養
士

調
理
員

」
に
改
め
、

同
表
を
同
様
式
の
付
表
六
（
そ
の
二
）
と
し
、
同
様
式
の
付
表
八
中
「心

理
指
導
担
当
職
員

」
を
「心

理
担

当
職
員

」
に
、

「

職
業
指
導
員

」
を

専
従

兼
務

「

職
業
指
導
員

」
に
、

専
従

兼
務

「居
室　
　
　
調
理
室　
　
　
浴
室　
　
　
便
所　
　
　
医
務
室　
　
　
静
養
室

職
業
指
導
に
必
要
な
設
備　
　
　
遊
戯
室　
　
　
訓
練
室　
　
　
音
楽
に
関
す
る
設
備

身
体
の
機
能
の
不
自
由
を
助
け
る
設
備　
　
　
映
像
に
関
す
る
設
備

屋
外
訓
練
場

」
を

「居
室

、　
　
　
調
理
室

、　
　
　
浴
室

、　
　
　
便
所

、　
　
　
医
務
室

、　
　
　
静
養
室

、
職
業
指
導
に
必
要
な
設
備

、　
　
　
遊
戯
室

、　
　
　
支
援
室

、　
　
　
音
楽
に
関
す
る
設
備

、
身
体
の
機
能
の
不
自
由
を
助
け
る
設
備

、　
　
　
映
像
に
関
す
る
設
備

、
屋
外
遊
戯
場

」
に

改
め
、
「登

記
事
項
証
明
書
又
は
条
例
等

、
建
物
の
構
造
概
要
及
び
平
面
図

（各
室
の
用
途
を
明
示
す
る
こ

と

。
）、

設
備
・
備
品
等
一
覧
表

、
管
理
者
及
び
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
の
経
歴
書

、
運
営
規
程

、
障

害
児
等
か
ら
の
苦
情
を
解
決
す
る
た
め
に
講
ず
る
措
置
の
概
要

、
勤
務
体
制
・
形
態
一
覧
表

、
児
童
福
祉
法

第
24条

の
９
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
児
童
福
祉
法
第

21条
の
５
の

15第
３
項
各
号

（同
項
第
７
号
を
除

く

。

）に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

、
協
力
医
療
機
関
と
の
契
約
内
容
が
分
か
る
も
の

、
利
用
者

負
担
の
受
領
等
に
関
す
る
保
護
者
向
け
資
料

、
内
規
他
参
考
に
な
る
も
の

」
を
削
り
、
同
表
を
同
様
式
の
付

表
七
と
し
、
同
様
式
の
付
表
九
中
「心

理
指
導
担
当
職
員

」
を
「心

理
担
当
職
員

」
に
、

「訓
練
室　
　
　
浴
室　
　
　
静
養
室　
　
　
屋
外
訓
練
場　
　
　
ギ
ブ
ス
室　
　

特
殊
工
芸
の
作
業
を
指
導
す
る
の
に
必
要
な
設
備　
　
　
義
肢
装
具
を
製
作
す
る
設
備

身
体
の
機
能
の
不
自
由
を
助
け
る
設
備

＊
医
療
法
に
規
定
す
る
病
院
と
し
て
必
要
な
設
備
を
設
け
て
あ
る
こ
と

。

」
を

「支
援
室

、　
　
　
浴
室

、　
　
　
静
養
室

、　
　
　
屋
外
遊
戯
場

、　
　
　
ギ
ブ
ス
室

、
特
殊
工
芸
の
作
業
を
支
援
す
る
の
に
必
要
な
設
備

、　
　
　
義
肢
装
具
を
製
作
す
る
設
備

、
身
体
の
機
能
の
不
自
由
を
助
け
る
設
備

＊
医
療
法
に
規
定
す
る
病
院
と
し
て
必
要
な
設
備
を
設
け
て
あ
る
こ
と

。

」
に
改

め
、
「登

記
事
項
証
明
書
又
は
条
例
等

、
医
療
法
７
条
の
許
可
を
受
け
た
病
院
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書

類
、
建
物
の
構
造
概
要
及
び
平
面
図

（各
室
の
用
途
を
明
示
す
る
こ
と

。

）、
設
備
・
備
品
等
一
覧
表

、
管

理
者
及
び
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
の
経
歴
書

、
運
営
規
程

、
障
害
児
等
か
ら
の
苦
情
を
解
決
す
る
た
め

に
講
ず
る
措
置
の
概
要

、
勤
務
体
制
・
形
態
一
覧
表

、
児
童
福
祉
法
第

24条
の
９
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す

る
児
童
福
祉
法
第

21条
の
５
の

15第
３
項
各
号

（同
項
第
７
号
を
除
く

。

）に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す

る
書
面

、
利
用
者
負
担
の
受
領
等
に
関
す
る
保
護
者
向
け
資
料

、
内
規
他
参
考
に
な
る
も
の

」
を
削
り
、
同

表
を
同
様
式
の
付
表
八
と
す
る
。

　

第
三
号
様
式
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

二
七

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

　

第
十
号
様
式
の
五
の
次
に
次
の
六
様
式
を
加
え
る
。

第
3
号

様
式

の
3
（
第

4
条

の
2
関

係
）

年
月

日

大
分

県
知

事
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

殿

次
の

と
お

り
指

定
を

受
け

た
内

容
を

変
更

し
ま

し
た

の
で

届
け

出
ま

す
。

チ
ェ

ッ
ク

123456789

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

年
月

日

備
　

考１
　

該
当

項
目

に
レ

（
チ

ェ
ッ

ク
）
を

入
れ

て
く

だ
さ

い
。

２
　

変
更

内
容

が
わ

か
る

書
類

を
添

付
し

て
く

だ
さ

い
。

３
　

変
更

の
日

か
ら

１
０

日
以

内
に

届
け

出
て

く
だ

さ
い

。 事
　

業
　

者

変
更

届
出

書

変
 更

 年
月

日

（
変

更
後

）

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

代
表

者
の

氏
名

、
生

年
月

日
、

住
所

及
び

職
名

申
請

者
（
設

置
者

）
の

名
称

支
援

の
種

類

名
称

担
当

者

所
在

地
：

法
人

名
：

代
表

者
氏

名
：

指
定

内
容

を
変

更
し

た
施

設

事
 業

 所
 番

 号

所
在

地

電
話

番
号

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス

変
更

が
あ

っ
た

事
項

変
更

の
内

容

事
業

所
（
施

設
）
の

名
称

事
業

所
（
施

設
）
の

所
在

地
（
設

置
の

場
所

）

障
害

児
（
通

所
・
入

所
）
給

付
費

算
定

に
係

る
体

制
等

に
関

す
る

事
項

（
変

更
前

）

協
力

医
療

機
関

の
名

称
及

び
診

療
科

名
並

び
に

当
該

協
力

医
療

機
関

と
の

契
約

内
容

定
款

・
寄

付
行

為
等

及
び

そ
の

登
記

簿
の

謄
本

又
は

条
例

等
（
当

該
指

定
に

係
る

事
業

に
関

す
る

も
の

に
限

る
。

）

医
療

法
第

７
条

の
許

可
を

受
け

た
病

院
又

は
診

療
所

で
あ

る
こ

と

事
業

所
（
施

設
）
の

平
面

図
及

び
設

備
の

概
要

事
業

所
（
施

設
）
の

管
理

者
の

氏
名

、
生

年
月

日
、

住
所

及
び

経
歴

事
業

所
（
施

設
）
の

児
童

発
達

支
援

管
理

責
任

者
の

氏
名

、
生

年
月

日
、

住
所

及
び

経
歴

主
た

る
対

象
者

運
営

規
程



令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

二
八

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

第
１
０
号
様
式
の
５
の
２
(
第
９
条
の
３
の
２
関
係
)
 

親
子
再
統
合
支
援
事
業
等
開
始
届
出
書
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 

 
 
 
大
分
県
知
事
 
 
 
 
 
 
 
殿
 

住
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏
 
 
 
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

法
人
に
あ
つ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所

在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
 

 

親
子

再
統

合
支

援
事

業
 

社
会
的
養
護
自
立
支
援
拠
点
事
業
 

意
見

表
明

等
支

援
事

業
 

を
開
始
し
た
い
の
で
、
児
童
福
祉
法
第
3
4
条
の
7
の

2第
2
項
の
規
定
に
よ
り
下
記

の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。
 

記
 

 1
 
事
業
の
種
類
 

 
 

2
 
事
業
の
内
容
 

 
 

3
 
経
営
者
の
氏
名
(
名
称

)
 

 
 

4
 
経
営
者
の
住
所
(
所
在
地
)
 

 
 

5
 
定
款
そ
の
他
の
基
本
約
款
 

別
添
の
と
お
り
 

6
 
職
員
の
定
数
及
び
職
務
の
内
容
 

職
種
 

職
務

の
内

容
 

定
数
(人

) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7
 
主
な
職
員
の
氏
名
及
び
経
歴
 

職
種
 

氏
名
 

経
歴
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8
 
当
該
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
の
名
称
、
種
類
及
び
所
在
地
 

名
称
 

 
 

種
類
 

 
 

所
在
地
 

 
 

9
 
事
業
開
始
予
定
年
月
日
 

 
 

添
付
書
類
 

 
1 

定
款
そ
の
他
の
基
本
約
款
 

 
2 

主
な
職
員
の
氏
名
及
び
経
歴
を
記
し
た
書
類
 

 
3 

収
支
予
算
書
及
び
事
業
計
画
書
 

第
１

０
号

様
式

の
５

の
３

(
第

９
条

の
３

の
２

関
係

)
 

 

親
子

再
統

合
支

援
事

業
等

変
更

届
出

書
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

大
分

県
知

事
 

 
 

 
殿

 

 

住
所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
氏

 
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

法
人

に
あ

つ
て

は
、
主

た
る

事
務

所
の

所

在
地

及
び

名
称

並
び

に
代

表
者

の
氏

名
 

 

親
子

再
統

合
支

援
事

業

社
会

的
養

護
自

立
支

援
拠

点
事

業

意
見

表
明

等
支

援
事

業
 

の
届

出
事

項
に

つ
い

て
、
変

更
し

た
の

で
児

童
福

祉
法

第
3
4
条

の

7
の

2
第
3
項
の
規
定
に
よ
り
下
記
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。
 

 

記
 

 変
更

事
項

 
 

 

変
更

内
容

 

変更前

 

 
 

変更後

 

 
 

変
更

年
月

日
 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

変
更

理
由

 
 

 

 

 



令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

二
九

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

第
１

０
号

様
式

の
５

の
４

(
第

９
条

の
３

の
２

関
係

)
 

親
子

再
統

合
支

援
事

業
等

廃
止

 休
止

届
出

書
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

 
 

 
大

分
県

知
事

 
 

 
 

 
 

 
殿

 

住
所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

氏
 

 
 

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

法
人

に
あ

つ
て

は
、
主

た
る

事
務

所
の

所

在
地

及
び

名
称

並
び

に
代

表
者

の
氏

名
 

 

親
子

再
統

合
支

援
事

業
 

社
会

的
養

護
自

立
支

援
拠

点
事

業
 

意
見

表
明

等
支

援
事

業
 

を
 
廃

止
 

休
止

 
し

た
い

の
で

、
児

童
福

祉
法

第
3
4
条

の
7
の

2
第

4
項

の
規

定
に

よ
り

下
記

の
と

お
り

届
け

出
ま

す
。

 

記
 

 廃
止

・
休

止
予

定
年

月
日

 
年

 
 

月
 

 
日

 

廃
止

・
休

止
の

理
由

 

 
 

現
に

便
宜

を
受

け
て

い
る

者
に

対
す

る

措
置

 

 
 

休
止

予
定

期
間

 
年

 
 

月
 

 
日

～
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

備
考

 

 
「

廃
止

・
休

止
」

の
う

ち
該

当
す

る
も

の
に

○
を

付
し

て
く

だ
さ

い
。

 

第
１

０
号

様
式

の
５

の
３

(
第

９
条

の
３

の
２

関
係

)
 

 

親
子

再
統

合
支

援
事

業
等

変
更

届
出

書
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

大
分

県
知

事
 

 
 

 
殿

 

 

住
所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
氏

 
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

法
人

に
あ

つ
て

は
、
主

た
る

事
務

所
の

所

在
地

及
び

名
称

並
び

に
代

表
者

の
氏

名
 

 

親
子

再
統

合
支

援
事

業

社
会

的
養

護
自

立
支

援
拠

点
事

業

意
見

表
明

等
支

援
事

業
 

の
届

出
事

項
に

つ
い

て
、
変

更
し

た
の

で
児

童
福

祉
法

第
3
4
条

の

7
の

2
第
3
項
の
規
定
に
よ
り
下
記
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。
 

 

記
 

 変
更

事
項

 
 

 

変
更

内
容

 

変更前

 

 
 

変更後

 

 
 

変
更

年
月

日
 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

変
更

理
由

 
 

 

 

 

第
１
０
号
様
式
の
５
の
５
(
第
９
条
の
３
の
３
関
係
)
 

妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
開
始
届
出
書
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 

 
 
 
大
分
県
知
事
 
 
 
 
 
 
 
殿
 

住
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏
 
 
 
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

法
人
に
あ
つ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所

在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
 

  
妊

産
婦

等
生

活
援

助
事

業
を

開
始

し
た

い
の

で
、

児
童

福
祉

法
第

3
4
条

の
7
の

5
第

2
項

の
規

定
に

よ
り

下
記

の
と

お
り

届
け
出
ま
す
。
 

記
 

 1
 
事
業
の
種
類
 

 
 

2
 
事
業
の
内
容
 

 
 

3
 
経
営
者
の
氏
名
(
名
称

)
 

 
 

4
 
経
営
者
の
住
所
(
所
在
地
)
 

 
 

5
 
定
款
そ
の
他
の
基
本
約
款
 

別
添
の
と
お
り
 

6
 
職
員
の
定
数
及
び
職
務
の
内
容
 

職
種
 

職
務

の
内

容
 

定
数
(人

) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7
 
主
な
職
員
の
氏
名
及
び
経
歴
 

職
種
 

氏
名
 

経
歴
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8
 
当
該
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
の
名
称
、
種
類
及
び
所
在
地
 

名
称
 

 
 

種
類
 

 
 

所
在
地
 

 
 

9
 
事
業
開
始
予
定
年
月
日
 

 
 

添
付
書
類
 

 
1 

定
款
そ
の
他
の
基
本
約
款
 

 
2 

主
な
職
員
の
氏
名
及
び
経
歴
を
記
し
た
書
類
 

 
3 

収
支
予
算
書
及
び
事
業
計
画
書
 

 



令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

三
〇

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

第
１
０
号
様
式
の
５
の
６
(
第
９
条
の
３
の
３
関
係
)
 

 

妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
変
更
届
出
書
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 
 

 
 
大
分
県
知
事
 
 
 
 
殿
 

 

住
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
氏
 
 
 
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

法
人
に
あ
つ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所

在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
 

 

 
妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
の
届
出
事
項
に
つ
い
て
、
変
更
し
た
の
で
児
童
福
祉
法
第
3
4
条
の
7
の

5第
3
項

の
規
定
に
よ
り
下
記
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。
 

記
 

 変
更

事
項
 
 
 

変
更

内
容
 

変更前

 

 
 

変更後

 

 
 

変
更

年
月

日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

変
更

理
由
 
 
 

 

第
１

０
号

様
式

の
５

の
７

(
第

９
条

の
３

の
３

関
係

)
 

妊
産

婦
等

生
活

援
助

事
業

廃
止

 休
止

届
出

書
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

 
 

 
大

分
県

知
事

 
 

 
 

 
 

 
殿

 

住
所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

氏
 

 
 

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

法
人

に
あ

つ
て

は
、
主

た
る

事
務

所
の

所

在
地

及
び

名
称

並
び

に
代

表
者

の
氏

名
 

 

 
妊

産
婦

等
生

活
援

助
事

業
を

 
廃

止
 

休
止

 
し

た
い

の
で

、
児

童
福

祉
法

第
3
4
条

の
7
の

5
第

4
項

の
規

定
に

よ
り

下
記

の
と

お
り

届
け

出
ま

す
。

 

 

記
 

 廃
止

・
休

止
予

定
年

月
日

 
年

 
 

月
 

 
日

 

廃
止

・
休

止
の

理
由

 

 
 

現
に

便
宜

を
受

け
て

い
る

者
に

対
す

る

措
置

 

 
 

休
止

予
定

期
間

 
年

 
 

月
 

 
日

～
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

備
考

 

 
「

廃
止

・
休

止
」

の
う

ち
該

当
す

る
も

の
に

○
を

付
し

て
く

だ
さ

い
。

 



令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

三
一

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２  　

改
正
前
の
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
第
三
号
様
式
の
二
及
び
第
三
号
様
式
の
三
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の

間
、
所
要
の
補
正
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

大
分
県
規
則
第
四
十
五
号

　
　
　

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
一
年
大
分
県
規
則
第
二
十
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
六
号
中
「
第
三
十
三
条
第
七
項
」
を
「
第
三
十
三
条
第
九
項
」
に
改
め
、
「
入
院
届
」
の
下
に

「
及
び
入
院
期
間
更
新
届
」
を
加
え
、
同
条
第
八
号
中
「
第
三
十
三
条
の
七
第
五
項
」
を
「
第
三
十
三
条
の

六
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

十　

法
第
三
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知　

措
置
入
院
決
定
報
告
書

　

第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
第
三
十
三
条
の
七
第
一
項
」
を
「
第
三
十
三
条
の
六
第
一
項
」
に
改

め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
三
十
三
条
の
七
第
二
項
後
段
」
を
「
第
三
十
三
条
の
六
第
二
項
後
段
」
に
改
め

る
。

　

第
十
二
条
中
「
第
三
十
三
条
の
七
第
一
項
」
を
「
第
三
十
三
条
の
六
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
１
０
号
様
式
の
５
の
６
(
第
９
条
の
３
の
３
関
係
)
 

 

妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
変
更
届
出
書
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 
 

 
 
大
分
県
知
事
 
 
 
 
殿
 

 

住
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
氏
 
 
 
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

法
人
に
あ
つ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所

在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
 

 

 
妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
の
届
出
事
項
に
つ
い
て
、
変
更
し
た
の
で
児
童
福
祉
法
第
3
4
条
の
7
の

5第
3
項

の
規
定
に
よ
り
下
記
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。
 

記
 

 変
更

事
項
 
 
 

変
更

内
容
 

変更前

 

 
 

変更後

 

 
 

変
更

年
月

日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

変
更

理
由
 
 
 

 

第
１

０
号

様
式

の
５

の
７

(
第

９
条

の
３

の
３

関
係

)
 

妊
産

婦
等

生
活

援
助

事
業

廃
止

 休
止

届
出

書
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

 
 

 
大

分
県

知
事

 
 

 
 

 
 

 
殿

 

住
所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

氏
 

 
 

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

法
人

に
あ

つ
て

は
、
主

た
る

事
務

所
の

所

在
地

及
び

名
称

並
び

に
代

表
者

の
氏

名
 

 

 
妊

産
婦

等
生

活
援

助
事

業
を

 
廃

止
 

休
止

 
し

た
い

の
で

、
児

童
福

祉
法

第
3
4
条

の
7
の

5
第

4
項

の
規

定
に

よ
り

下
記

の
と

お
り

届
け

出
ま

す
。

 

 

記
 

 廃
止

・
休

止
予

定
年

月
日

 
年

 
 

月
 

 
日

 

廃
止

・
休

止
の

理
由

 

 
 

現
に

便
宜

を
受

け
て

い
る

者
に

対
す

る

措
置

 

 
 

休
止

予
定

期
間

 
年

 
 

月
 

 
日

～
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

備
考

 

 
「

廃
止

・
休

止
」

の
う

ち
該

当
す

る
も

の
に

○
を

付
し

て
く

だ
さ

い
。

 


